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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期

決算年月 2021年10月 2022年10月 2023年10月 2024年10月 2025年10月

売上高 （千円） 6,222,074 6,773,423 8,784,768 10,730,691 11,019,177

経常利益 （千円） 2,014,857 2,038,569 2,563,063 3,053,781 2,654,020

当期純利益 （千円） 1,383,345 1,396,847 1,753,399 2,229,894 1,892,164

持分法を適用した場合の投資利
益

（千円） － － － － －

資本金 （千円） 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

発行済株式総数 （千株） 15,560 15,560 15,560 15,560 15,560

純資産額 （千円） 11,913,096 12,232,470 13,265,283 14,477,952 14,879,411

総資産額 （千円） 13,434,435 13,810,919 15,605,815 16,739,761 17,106,248

１株当たり純資産額 （円） 839.69 876.29 948.81 1,056.55 1,107.33

１株当たり配当額
（円）

37.0 43.0 51.0 65.0 67.0
(うち１株当たり中間配当額) (16.0) (18.0) (24.0) (26.0) (33.0)

１株当たり当期純利益 （円） 97.64 99.35 125.74 160.77 139.97

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益

（円） 97.01 99.11 125.52 160.54 139.76

自己資本比率 （％） 88.4 88.3 84.9 86.4 86.9

自己資本利益率 （％） 12.1 11.6 13.8 16.1 12.9

株価収益率 （倍） 12.2 14.5 13.3 10.4 11.5

配当性向 （％） 37.9 43.3 40.6 40.4 47.9

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

（千円） 1,687,912 1,486,992 2,277,250 1,633,788 1,898,587

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

（千円） △398,210 △1,424,793 △675,343 177,713 368,451

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

（千円） △684,929 △793,087 △682,457 △1,264,982 △1,511,172

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） 3,194,251 2,463,363 3,382,812 3,929,331 4,685,197

従業員数
(人)

249 276 324 350 392
(外、平均臨時雇用者数) (6) (7) (12) (22) (15)

株主総利回り （％） 126.4 156.8 185.9 192.7 193.7

（比較指標：配当込みTOPIX） （％） (130.9) (131.3) (158.8) (195.8) (248.7)

最高株価 （円） 1,667 1,474 2,117 2,092 2,357

最低株価 （円） 971 836 1,297 1,433 1,514

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．関係会社がないため、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第45期の期首から適用し

ており、第45期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっ

ております。
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４．株主総利回りの比較指標は、TOPIX各年度10月末から算定した株主総利回りを記載しております。ま

た、最高株価・最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、そ

れ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

５．2025年10月期の１株当たり配当額67円00銭のうち、期末配当額34円00銭については、2026年１月23日開

催予定の定時株主総会の決議事項になっています。
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２【沿革】

当社は、1976年に中井清和が、実鷹企画の名称で総合広告代理業を創業したことに始まり、1977年11月に株式会社実鷹企

画を設立、今日に至っております。学情は、1981年に就職情報事業を開始して以降、若手社会人や学生など、これからの

時代を担う世代と、企業の価値あるマッチングを支援してきました。日本初の合同企業セミナー「就職博」を初開催する

など、「お客様の「困った」をどうビジネスで解決するか。」の精神で、固定概念にとらわれない新たなサービスの展開

を追求し、次世代の活躍をサポートすることを通して、企業の成長、ひいては日本経済の活力向上に貢献しています。

 

設立後から現在までの沿革は次のとおりであります。

年　月 沿　　革

1977年11月 大阪市北区に株式会社実鷹企画（現　当社）を設立

1981年11月 「学生就職情報センター」部門新設、就職情報事業進出

1983年３月 就職情報事業に朝日放送株式会社（現　朝日放送グループホールディングス株式会社）より後援
を得る

1989年８月 東京都中央区に東京支社開設

1990年10月 名古屋市中区に名古屋支社開設

1991年11月 学生就職情報センターを株式会社に組織変更

1991年12月 東京支社を東京都港区に移転、東京本部とする

1994年４月 大阪市西区に本社ビル建設、本社移転

1995年12月 インターネット就職情報サイト「Ｇ－ＷＡＶＥ（現商品名：Ｒｅ就活キャンパス）」発信、イン
ターネット事業へ進出

1996年７月 中途採用向け合同企業説明会を初開催、中途採用情報部門へ進出

1996年７月 東京本部を東京都中央区に移転

1998年11月 通商産業省（現　経済産業省）所管（財）日本情報処理開発協会より「プライバシーマーク」使
用許諾事業者に認定

1999年４月 インターネット転職情報サイト「Career－Japan」発信開始

1999年７月 労働省（現　厚生労働省）より職業紹介事業許可（有料職業紹介事業）取得

2000年４月 株式会社学生就職情報センターを吸収合併、商号を株式会社学情に変更

2001年９月 株式会社大毎企画より営業の一部を譲受け

2002年５月 日本証券業協会に株式を店頭登録

2002年８月 厚生労働省より一般労働者派遣事業許可取得

2002年８月 大阪市北区に新本社ビル建設、本社を移転

2003年11月 東京都千代田区に東京本部を移転

2004年７月 京都市下京区に京都支社を開設

2004年11月 20代の若手人材専門インターネット転職情報サイト「Ｒｅ就活」発信開始

2004年12月 日本証券業協会への店頭登録を取り消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場

2005年９月 東京証券取引所第二部に株式を上場

2006年10月 東京証券取引所第一部に株式を上場

2006年10月 ジャスダック証券取引所への上場を廃止

2010年４月 東京都港区赤坂に東京本部を移転

2011年７月 一般社団法人 日本経済団体連合会へ入会

2012年10月 公益社団法人 全国求人情報協会へ入会

2013年１月 ㈱朝日新聞社・㈱朝日学生新聞社と資本業務提携

2013年11月 福岡市博多区に福岡営業所を開設

2014年３月 東京都港区虎ノ門に東京本部を移転

2016年11月 東京都中央区銀座に東京本部を移転

2017年１月 東京本部を東京本社に改称、東京・大阪の二本社制導入

2017年11月 福岡営業所を福岡支店に改称

2019年６月 グローバル人材の就職・採用を支援する新サービス「Ｊａｐａｎ Ｊｏｂｓ」開始

2019年10月 人事担当者のためのポータルサイト「人事の図書館」配信開始

2020年６月 少人数制マッチングイベント「就活・転職サポートmeeting」初開催

2020年６月 リアルタイムで企業と交流できるオンライン合同企業セミナー「Ｗｅｂ就職博」初開催

2020年９月 “職場体感型”採用動画「JobTube」サービス開始
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年　月 沿　　革

2021年７月 東京都千代田区有楽町に東京本社を移転

 「20代の働き方研究所　produced by Ｒｅ就活」配信開始

2022年１月 創業者・中井清和 代表取締役会長 就任
中井大志 代表取締役社長 就任
本店登記を東京都千代田区へ変更

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に
移行

2022年11月 福岡支店を福岡支社に改称

2023年５月 20代ITエンジニア経験者向け転職サービス「Ｒｅ就活テック」提供開始

2024年４月 東京都中央区銀座に東京本社を移転

2024年10月 30代キャリア人材に特化した転職サービス「Ｒｅ就活30」提供開始

2025年５月 高卒・第二新卒向け転職サービス「Ｒｅ就活ユース」提供開始
  

３【事業の内容】

当社は、第二新卒者及び20代・30代の転職希望者、大学・短大新卒者に対する企業ＰＲ・情報提供サービス業務

及び各種採用コンサルティング業務、人材紹介・人材派遣業務を行っております。具体的な商品として、大別して

「中途採用集合品」「新卒採用集合品」「新卒採用個別品」の３品目があります。近年、企業のキャリア採用（経

験者採用）の流れや、転職を通じてキャリアを形成していくことへの関心が高まっていることを受け、当社では

「中途採用集合品」でのサービス提供を強化しています。

当社の主な商品は、以下の通りであります。

主な商品名 サービス内容 商品分類

Ｒｅ就活 20代向け転職情報サイト

中途採用商品

Ｒｅ就活テック
ITエンジニア経験者向け転職サービス（ダイレクトリク

ルーティングサービス）

Ｒｅ就活30
30代キャリア人材向け転職サービス（ダイレクトリク

ルーティングサービス）

Ｒｅ就活エージェント 人材紹介

イベント（転職博・就職博など） 合同企業セミナー

新卒採用商品
Ｒｅ就活キャンパス 学生向け就職情報サイト

新卒個別品 採用広報ツールの制作などオーダーメイドでの採用支援

新卒採用個別品

ソーシャルソリューション 官公庁・地方公共団体の事業を受託

 

①中途採用商品

20代向けのインターネット転職情報サイト「Ｒｅ就活」や、ITエンジニア経験者向け転職サービス「Ｒｅ就活

テック」、30代キャリア人材向け転職サービス「Ｒｅ就活30」、合同企業セミナー「転職博」、エージェントサー

ビス「Ｒｅ就活エージェント」により、ポテンシャルのある20代・若手即戦力や30代キャリア人材を求める企業

と、新たな仕事への挑戦を望む転職希望者の双方の高いニーズに応えることを可能にしています。

②新卒採用商品

インターネット就職情報サイト「Ｒｅ就活キャンパス」、合同企業セミナー「就職博」などを通じて、企業と学

生のマッチング・出会いを創出しています。

③新卒採用個別品

個々の学生へ向けて、より強いアピールで直接アプローチできるダイレクトメールの制作・発送代行や、電話に

よるセミナー参加希望者受付、または、選考途中の学生個々の情報管理など、各企業の採用活動の形態に応じた

オーダーメイドの採用アウトソーシング業務を行っております。その他にも、各省庁や地方自治体等公的機関が行

う雇用対策事業を受託し、当社が実施するという案件も手がけております。
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事業系統図は、下記の通りであります。

 

４【関係会社の状況】

該当事項はありません。

５【従業員の状況】

（1）提出会社の状況

セグメント情報を記載していないため、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。

 2025年10月31日現在

部門の名称 従業員数（人）

営業部門 348 （4）

制作部門 8 （1）

管理部門 36 （10）

合計 392 （15）

 

      2025年10月31日現在

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円）

392 (15) 30歳10ヵ月 6年7ヵ月 5,915,259

（注）１．従業員数は就業人員（当社から他社への出向者は除き、他社からの出向者を含む）であり、（　）は

パート・嘱託社員・契約社員数の当事業年度中の平均人員を外数で記載しております。

２．平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでおります。

（2）労働組合の状況

当社は労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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（3）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金差異

当事業年度

管理職に占める女性労働
者の割合（％）
　　　（注）１．２．

男性労働者の育児休業取
得率（％）
　　　（注）３．

労働者の男女の賃金の差異（％）
（注）１．４．

全労働者 正規雇用労働者 パート・有期労働者

10.2 100.0 63.1 61.4 86.2

 

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出した

ものであります。

２．管理職に占める女性労働者の割合は10.2％となっていますが、管理職候補者（管理職登用の候補者とな

る、課長代理・係長級社員）に占める女性労働者の割合は40.4％となっています。当社では「適正な抜

擢」を基本としており、年齢やジェンダーに関わらず能力や実績に応じて、管理職に登用しています。

女性の活躍を多面的に支援しつつ、適切なタイミングでの登用を進めていきたいと考えております

３．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）

の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規

則」（平成３年労働省令第25条）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであ

ります。

４．当社では多様な働き方を認めており、特に時短勤務、または役割や担当職務を限定した働き方を選択す

る従業員が増えています。時短勤務、または役割や担当職務を限定した働き方の希望者は女性従業員の

方が多く、それが賃金差の要因のひとつとなっております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末において当社が判断したものであります。

 

(1)経営方針

当社は、「つくるのは、未来の選択肢」をパーパスに掲げ、これからを担う世代に一つでも多くの選択肢を示し

てまいります。就職活動における「キャリアスタート」、終身雇用が当たり前ではなくなり、転職を通じてキャリ

ア形成を図る働き手が増える中、実際に働く中で見えてきた自身の強みや関心を踏まえて転職をする「キャリア

チェンジ」、さらに自身の可能性をひらき、強みや個性を活かした「キャリアアップ」。これらの活動を通して、

働き手が自己効力感や幸福感を実感できることが大切なことと考えています。

若手社会人や学生に、“未来の選択肢”を示すことで、これからの時代を担う世代が自身のありたい姿を描き、

能力やスキルを活かして活躍することを応援いたします。次世代の活躍をサポートすることを通して、企業の成

長、ひいては日本経済の活力向上に貢献してまいります。

 

(2)目標とする経営指針

中期経営計画(2024年10月期～2026年10月期)実現のために、事業の発展を通して、経常利益を中心に各段階利益

の向上に努めて、企業価値の向上を目指してまいります。また、キャリア採用(経験者採用)市場での成長強化を重

点施策としており、キャリア採用領域で年率30％の売上成長を目標に事業運営を行ってまいります。具体的には次

の戦略により、これらの目標の実現を目指します。

①人的資本・人員拡大

2026年10月期に従業員500人体制とすることを目指しております。専門人材の採用を含めた人員拡大と、デジ

タルを活用した生産性の向上の両軸で成長を目指します。

②生産性向上

マーケティング・営業プロセスの分業・連携を強化し、生産性・専門性の向上を図ります。利用企業の拡大

と、利用企業の継続率ならびに複数サービス利用率を高め売上拡大を図ります。

③新規事業開発

採用需要の増加が見込まれる領域で、Ｒｅ就活ブランドを活かして、業界または職種に特化したサービスの開

発を強化してまいります。需要が拡大する領域でのマッチングを通じて、社会課題の解決と収益の拡大の両立

を目指します。

 

(3)経営環境

国内人材ビジネスの市場環境は、構造的な人手不足により、特に若手の人材需要が拡大しています。終身雇用が

当たり前ではなくなり、働き手自身が主体的にキャリアを形成していく機運が高まるなか、雇用の流動性が高ま

り、転職市場はさらに拡大していくと予想されます。特に若い世代は転職を通じたキャリア形成への関心が高く、

総務省の「労働力調査（2024年平均）」によると、15～24歳の10.8％が転職を経験しています。20代のうちに転職

を経験する働き手が増加し、就職（ファーストキャリア）の数年以内に経験する「初めての転職」、すなわち「セ

カンドキャリア」の市場が拡大していくと予想しています。

働き手の転職意向が高まるなか、企業の採用需要も更に拡大していくと考えています。多くの企業が「人材確

保」を企業経営上の重点課題に掲げており、人材ビジネス市場は今後も拡大していくと予想されます。一方で、不

安定な世界情勢による資源価格の高騰や、金融政策・関税政策などに起因する景気後退懸念が国内経済に影響を及

ぼす状況は続いています。しかしながら、人材需要は引き続き拡大していくと考えています。

 

(4)経営上対処すべき課題

①キャリア採用領域の基幹サービスの成長強化

転職を通じて希望するキャリアを実現しようとする機運が高まっており、雇用の流動化は更に加速していく

と予想しています。そのような環境の中、キャリア採用領域の基幹サービス「Ｒｅ就活」の成長を強化してい

くとともに新たなキャリア採用サービスを展開することが、経営上の重要事項であると認識しています。今後

もサービスを提供する求職者・企業双方を拡大するために、積極的な広告宣伝投資で「Ｒｅ就活シリーズ」の

認知度・ブランド力の向上を図るとともに、営業プロセスの分業化・専門性の進化により営業強化を図ってま

いります。

②個人情報保護体制の継続的な強化

安心して利用できるサービスを提供し続けるために、個人情報の保護と適切な取り扱いは経営上の重点課題

であると認識しております。個人情報の保護に関する従業員への教育・研修に取り組み、全社で取り組みを継

続強化していきます。

③組織体制の強化
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当社は2026年10月期に従業員500人体制とすることを目指しており、組織体制の強化は重点課題でありま

す。自社メディア「Ｒｅ就活」等を通じた採用を強化するとともに、適正な配置・多様な人材が活躍できる環

境整備に継続的に取り組み、事業成長に貢献する人材の育成・定着を促進しています。事業拡大に伴い、組織

マネジメントや事業マネジメントの重要ポジションの増加が予想されるため、マネジメント候補者の育成にも

取り組んでまいります。

 

２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次の通りであります。当社は、パーパス「つくるのは、未来

の選択肢」ならびに、基本理念・経営理念に基づく経営を行っています。これからを担う世代に豊かな選択肢を示す

ためには、持続可能な社会の実現が不可欠だと認識し、サステナビリティに関する課題に、積極的に取り組んでいく

方針です。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末において当社が判断したものであります。

 

(1)ガバナンス

当社は、サステナビリティに関する課題への対応は、重要な経営課題であると認識しております。当社ではサス

テナビリティに関する課題は、コーポレート本部担当取締役が掌握し、経営会議において方針を企画・立案のう

え、取締役会に付議・討議される体制をとっています。経営会議ならびに取締役会で決定した事項は、コーポレー

ト本部担当取締役ならびにコーポレート本部担当執行役員が中心に取りまとめ、社内の各部門と連携し推進してお

ります。基本的な方針として、コンプライアンスガイドライン、サステナビリティ基本方針、個人情報保護方針、

情報セキュリティ基本方針等を策定し、事業活動の持続的な成長に取り組んでいます。また、ステークホルダーと

の対話を通じて、当社が期待されている役割を理解するとともに、適切な協業を推進し、企業の持続的な成長と中

長期的な企業価値向上を目指します。

　適正な業務執行のための体制を整備し、会社の意思決定機関である取締役会の活性化、並びに経営陣に対する監

視により不正を防止し、企業価値を最大化することをコーポレートガバナンスの基本的な方針と定め、適正な企業

統治を図っております。当社のコーポレートガバナンスの状況の詳細は、「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレー

ト ガ バ ナ ン ス の 状 況 等 」 な ら び に 、 「 コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス に 関 す る 報 告 書 」

（https://company.gakujo.ne.jp/ir/management/governance/）に記載の通りであります。

 

(2)戦略

当社は、下記３つのプロセスを通じてパーパス「つくるのは、未来の選択肢」を実現するとともに、ステークホ

ルダーとの共通価値を創出するため、9つのマテリアリティを特定しました。これらのマテリアリティの推進を通

じて、社会的価値と経済価値の双方を高めることを目指してまいります。

①課題の抽出

グローバルな諸課題解決のための目標や指標を踏まえ、雇用における社会課題や労働市場環境、学情の現状や

将来を見据えた経営戦略、ビジネスモデルなどを分析し、課題を抽出

②重要度の評価

抽出した課題を、「ステークホルダー視点での重要度」と「経営視点での重要度」の２軸で評価

③経営による承認

経営会議、取締役会において議論を行い、学情の重要課題としての妥当性を確認・承認

上記プロセスによる検討の結果、以下の項目をマテリアリティとして特定しております。

 

(3)人的資本

当社は、人的資本を企業成長の根幹と位置付け、従業員一人ひとりがその能力および個性を最大限に発揮し、自

律的にキャリアを形成できる環境の整備に注力しております。近年、AIやテクノロジーの進展、社会構造の変化に
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伴い、世界経済フォーラムの「Future of Jobs Report 2025」によれば、現在保有するスキルの約39％が今後5年

間で変化すると予測されています。このような急速な変化に対応するため、リスキリングや能力開発の重要性が一

層高まっており、企業の85％が従業員のスキル再構築を優先事項として位置付けています。当社においても、こう

した潮流を踏まえ、人事制度の改定を実施いたしました。

新制度では、生成AIやテクノロジーを活用した生産性向上の促進、創造的思考力、レジリエンス、リーダーシッ

プ等、今後重要性が増す能力やスキルを重視し、変化への適応力と継続的な学習意欲を有する人材を評価する仕組

みを導入しております。より実力主義を志向し、「成果を上げた者が正当に評価される制度」とすることで、社員

の成長と挑戦を強力に後押しいたします。

 

今回の人事制度改定にあたり、以下の5点を主な目的として掲げております。

●社員が習得すべきスキルや求められるスタンスを明確に示すことで、各自が成長を実感しやすい環境を整備する

こと

●各社員の適性および希望を考慮し、マネジメントやエキスパート等、多様なキャリアパスの実現を促進すること

●役割（等級）に応じた評価結果に基づき、メリハリのある公正な評価を実現すること

●スペシャリストおよびエキスパート人材の採用において、競争優位性を確保すること

●将来的な柔軟な人員配置や戦略的人材育成を円滑に実施できる体制を整備することと

 

今後も、社員一人ひとりが自律的に学び、変化に柔軟に対応できる組織づくりを推進し、人的資本の価値向上に

努めてまいります。

 

［人材育成方針および社内環境整備方針］

当社は、「つくるのは、未来の選択肢」をパーパスとして掲げ、求職者および学生の転職・就職を支援するサー

ビスを提供しております。「未来の選択肢」を提示する対象は、当社サービスをご利用いただく求職者・学生のみ

ならず、当社社員にも及びます。社員に対しても、多様な働き方やキャリアパスを提示し、各自が希望するキャリ

アの実現を支援することを目指しております。

「企業の成長」と「個人の成長」の両立を目的に、主体的に考え、行動できる自律型人材の育成を推進するため

の人材育成プログラムを実施しております。従業員一人ひとりが自身のキャリアのオーナーであるという「キャリ

アオーナーシップ」の醸成を図り、仕事を通じて「成長実感」や「組織貢献実感」を得られるよう、教育・育成プ

ログラムおよび各種研修を提供しています。

さらに、多様な能力の発揮を促進する人事制度の運用・整備を通じて、従業員の自律的なキャリア構築を支援し

ております。
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▼教育プログラム・研修例（一部）

全社員対象
個人情報保護研修
リスクマネジメント・コンプライアンス研修
ＤＸ研修（ｅラーニング）

階層別

短期事業戦略リデザイン研修
新任マネージャープログラム
マネジメント能力開発プログラム（幹部コース）
マネジメント能力開発プログラム（リーダーコース）
事業開発スキル育成プログラム
リーダースキル開発プログラム
育成推進プログラム
（マネジメント層対象）組織デザイン研修
（マネジメント候補者層対象）組織デザイン研修
ＭＢＯマネジメント研修
昇進昇格者研修
ファウンダーによる経営理念浸透プログラム
（若手社員対象）次世代営業リーダー研修
（若手社員対象）営業フォローアップ強化研修
（キャリア採用社員対象）入社時研修
（キャリア採用社員対象）フォローアップ研修
（新入社員対象）入社時研修
（新入社員対象）ビジネス基礎研修
（新入社員・若手社員対象）キャリアデザイン研修
（新入社員・若手社員対象）ビジネススキル習得プログラム

職種別

データ活用スキル開発プログラム
生成AI活用スキル開発プログラム
ＤＸ開発スキル習得プログラム
セールススキル開発プログラム

宿泊型
チームビルディング（ＰＡ)合宿
未来創造合宿

交流型
拠点間交流プログラム
人事交流プログラム（ユーザー理解）
人事交流プログラム（マーケット理解）

 

［人材登用に関する方針（管理職の多様性について）］

組織拡大により、組織マネジメントのポジションが増加している他、新規事業や新サービスの開発に伴い、事業

マネジメントのポジションも増加しています。管理職の多様性は、イノベーションの推進や、求職者・企業から支

持されるサービス提供強化に不可欠であり、経営における重要指標だと捉えています。多様な視点を取り入れ、意

思決定の質を高めるため、若手人材やキャリア採用者など多様なバックグラウンドを持つ人材を積極的に登用して

います。また、将来的な登用を見据え、能力開発やキャリア形成を支援する仕組みを強化し、社員が自律的に成長

できる環境を整備しています。

 

（4)社会資本

求職者と企業のマッチングを支援するサービスを提供する当社にとって、求職者・企業双方からの信頼が持続可

能な成長には不可欠だと認識しております。

①個人情報の保護

安心して利用できるサービスを提供し続けるために、個人情報保護への取り組みを重点課題と位置付け、全社

で取り組みを継続強化しています。個人情報保護方針、情報セキュリティ基本方針を定め、高度な管理体制を維

持しています。個人情報の適切な取り扱いに関する研修を毎年実施し、全従業員に受講を義務付けております。

②求人情報の信頼性

求職者に正確な情報を提供することを目的に、求人広告掲載基準を設け、信頼できる確かな情報の発信に取り

組んでいます。公益財団法人全国求人情報協会のガイドラインを遵守したサービス提供を行うとともに、教育研

修を通じて、全従業員が求人広告取扱者の資格を取得しています。また当社は、優良募集情報等提供事業者に認

定されております。
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（5)知的資本

求職者と企業のマッチングを支援するサービスを提供する当社にとって、求職者・企業双方からの信頼が持続可

能な成長には不可欠だと認識しております。

①新たなソリューションを提案できるノウハウ・体制

働き手並びに企業の課題を捉え、転職活動や採用活動の新たなスタイルを提案することが不可欠だと考えており

ます。ビジネス環境やトレンドの変化が速く激しい時代において、変化を的確に捉え新たなソリューションを提

案・提供することは不可欠です。迅速かつ効果的に、ソリューションを提供するため、当社では顧客の声に耳を傾

け、寄せられた声をサービス開発に活かす体制を構築しています。

②雇用における課題、働き手の仕事観に関する調査・研究データ

「働く」「仕事」に関する価値観は多様になり、働き手そして企業が、自身で選択することが必要になっていま

す。転職・就職情報事業を担う当社は、仕事選びにおける価値観の変化や、採用マーケットの現状を社会に伝える

責任があると考え、雇用における課題、働き手の関心を調査・研究し、広く世の中に発信しています。

 

(6)リスク管理

当社は、リスクや機会に機動的に対応できるよう、重要リスクならびに重要機会を特定し、リスクマネジメント

を通じて適切な組織運営を行っています。この考えのもと、事業の継続・企業価値 の向上を妨げるリスクを特定

し、適切な対策を講じることで、「リスクの低減」「リスクが発現した場合の迅速かつ的確な対応」が可能になり

ます。適正なリスク管理が、顧客企業や求職者・学生、取引先をはじめとするステークホルダーの皆様の信頼にも

つながるものと考えております。また、「現場こそがリスクマネジメントの主体」の考えに基づき、リスクマネジ

メントの強化を行っております。それらリスクに対して、機動的に 対応できるよう対応策の立案・実施・評価及

び改善 を継続的に行っております。経営会議ならびに取締役会で決定した事項は、コーポレート本部担当取締役

ならびにコーポレート本部担当執行役員が中心に取りまとめ、社内の各部門と連携し推進しております。

 

(7)指標及び目標

当社の事業内容の特性上、環境へのインパクトは非常に少ないと考えておりますが、GHG排出量削減を目的とし

た数値計測を実施しております。電気使用量の実績は、下記のとおりです。

なお、当社は企業規模の成長過程において、当期において本社を始めとする複数拠点において、オフィス拡張移

転を行いましたので、電気使用量が増加しております。

 2023年10月期 2024年10月期 2025年10月期

Scope１・GHG排出量

（ｔ-ＣＯ2）
該当なし

Scope２・GHG排出量

（ｔ-ＣＯ2）
96.769 136.919 136.623

（参　考）

Scope２・電気使用量

（ｋＷｈ）

268,971 330,008 340,228

（注）上記データは、当社の各拠点のテナントビル等から提供を受けた電気使用量の合算と、各地区電気事業

者別の排出係数から算出しています。

 

当社では、上記「（3）人的資本」において記載した、［人材育成方針及び社内環境整備方針］［人材登用に関す

る方針］において、次の指標を用いております。一方、能力や成果に応じた“適正な抜擢”を基本とする当社は、

女性管理職比率など個別の数値目標の開示は行っておりません。人材の多様性に関する指標は経営レベルでモニタ

リングを継続し、適切なタイミングでの抜擢を推進してまいります。

［指標］

指標 実績(2025年10月期)

管理職に占める女性労働者の比率 10.2％

管理職に占める経験者採用の比率 20.03％

社会資本・知的資本に関する開示指標は、現時点では設けておりません。
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３【事業等のリスク】

当社の事業展開において、リスク要因として、重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を以下に

記載しております。また、必ずしも事業等のリスクに該当しない項目についても、投資判断または当社の事業活動

を理解する上で重要と考えられる事項についても、投資家および株主への積極的な情報開示の観点から記載してお

ります。当社は、リスクの発生可能性を認識した上で、発生を回避する他、発生した場合の迅速な対応に努める方

針ではありますが、当社株式に関する投資判断は、本項に記載の内容を慎重に検討した上で行う必要があると考え

ております。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日現在に

おいて判断したものであり、将来において発生する可能性のあるリスクを全て網羅するものではありません。

（特に重要な影響を及ぼす可能性がある事項）

（1）景気の変動と雇用情勢について

当社の事業は、景気動向による雇用情勢の影響を受けやすく、当社の想定を超える景気後退や経済環境の変化が

発生した際は、当社の業績に影響を与えるリスクがあると考えております。当社はリスクを低減するため、国内外

の経済動向を注視するとともに、取引企業の多角化を進めております。構造的な人手不足により、景気動向による

雇用情勢への影響は減少傾向ではありますが、世界的な金融危機など、経済環境に大きな変化があった際は、企業

の採用人数ならびに採用予算の縮小が発生し、当社の業績に影響をもたらす可能性があります。

（2）個人情報の保護について

当社は、事業の性格上、転職・就職活動を行う若手社会人・学生の氏名や住所、メールアドレスなどの個人情報

の収集を必要としています。個人情報の外部漏洩はもちろん、不適切な利用や毀損などのトラブルの発生は、当社

の業績及び社会的信用に重大な影響をもたらすリスクであると考えております。

当社は、個人情報の保護・適切な管理は、経営上の最重要課題であると捉え、個人情報を取り扱う際の業務フ

ローや権限を明確にし、個人情報保護・管理・運用に関する社内規程を制定しております。また、従業員に対して

は個人情報保護研修を年1回以上実施し、標的型攻撃メール訓練や情報セキュリティに関する教育を実施しており

ます。社内研修を実施し、個人情報保護法などの法令・規制を遵守するとともに、情報セキュリティに関する対策

を講じており、技術的対策として、暗号化通信（SSL/TLS）、多要素認証、アクセス権限管理に加え、エンドポイ

ントセキュリティ対策（EDR）を導入し、端末レベルでの脅威検知・隔離・復旧を可能とする体制を構築しており

ます。経済産業省の外郭団体である「一般財団法人日本情報経済社会推進協会」が付与する「プライバシーマー

ク」の認定を1998年より受けております。当社は就職メディアを運営する企業において「プライバシーマーク」が

認定された第１号であり、厳しい審査基準を維持できるよう個人情報の保持・管理に関して全社を挙げて取り組ん

でおります。

当社では上記のとおり、細心の注意を払い、個人情報の保護・適切な管理を行っておりますが、何らかの理由に

より、個人情報等の漏洩が生じた場合には、当社の顧客・ユーザーからの信頼の失墜やブランド・イメージの著し

い悪化により、当社の事業展開ならびに業績に影響をもたらす可能性があります。

（3）パンデミックについて

近年の新型コロナウイルス感染症と同レベル又は、新たな感染症によるパンデミックが起こった場合、当該影響

により、得意先の業績低迷による採用予算の縮小などにより、当社の業績及び事業展開に影響を与える可能性があ

ります。

また、イベント（転職博・就職博など）は、求職者や学生、企業が一堂に会し対面での面談を行うという特性

上、パンデミックにより厳しい行動制限措置が取られた場合、開催中止や、一定の制約下での開催を余儀なくさ

れ、売上高の減少をまねくリスクがあります。そのため、「Ｒｅ就活」や「Ｒｅ就活キャンパス」などWebメディ

アでのサービス提供を強化するとともに、オンライン合同企業セミナーや職場体感型の採用動画などサービスの拡

充を図っております。

就職・転職情報の提供は、パンデミック発生時も途絶えさせることができない重要な社会インフラであると認識

し、情報提供体制の維持ならびに、情報提供チャネルの多角化への対策を講じておりますが、パンデミックが発生

すると当社の業績に影響をもたらす可能性があります。

（4）大規模自然災害、外部攻撃等によるシステム障害について

当社は「Ｒｅ就活」や「Ｒｅ就活キャンパス」等Webメディア関連のサービスを提供しています。地震、台風、

洪水等の自然災害に起因する電力供給の停止や通信障害、あるいは外部からの悪意を持ったネットワークへの侵入

や有害なソフトウエアへの感染等によるシステム停止により、Webメディアのサービス提供が一時中断される可能

性があります。また、何らかの原因で一時的に負荷が過重し当社サービスの作動不能に陥る可能性があります。当

社は、Webメディア関連のサービスの安定供給を確保するため、リスクの発生可能性や、回避困難度、リスク発生

時の影響範囲等を検証し、バックアップ体制の整備や情報セキュリティ体制の強化など必要な対策を講じておりま

す。具体的には、地理的に分散された複数のデータセンター拠点を用いた冗長構成、定期的なバックアップ、障害

検知システムの導入などによりサービス停止リスクの低減を図っています。これらの対策にもかかわらず、大規模
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な自然災害や通信障害など回避困難なネットワーク障害が発生した場合、当社の業績に影響をもたらす可能性があ

ります。

（5）成長投資・新規事業開発について

当社は、2024年10月期から2026年10月期を「投資期」と位置づけています。成長投資、新規事業開発の実施に当

たっては、リスクを軽減するために必要な情報収集や様々な検証を行ってまいりますが、新規事業開発が想定した

スケジュールで進まない可能性や、追加的な投資が発生する可能性、投資効果として見込んでいた収益の確保に至

らない可能性があります。成長投資や新規事業開発において、当初の計画とは異なる事態が発生した場合には、当

社の事業展開ならびに業績に影響をもたらすリスクがあります。

（重要なリスクについて）

（1）人口構造の変化・多様な働き方の進化について

当社は、主として20代社会人ならびに学生等、若手人材採用を中心としたサービス提供である就職情報事業を

行っており、当該事業の当事業年度における売上高は98.1％を占めています。当社は採用企業から、求人広告掲載

料やイベント出展料などの費用を受領するビジネスモデルのため、採用難易度の上昇をもたらす若手人材の減少は

事業拡大の機会となるものの、需給のバランスが極端に不均衡になった場合、当社の事業活動や業績に影響をもた

らす可能性があります。

また近年、フリーランスや副業・兼業など多様な働き方が緩やかに拡大の傾向です。正社員以外の雇用・就業形

態を選択する企業・働き手が増加すると、相対的に正社員雇用の割合が減少し、当社の事業活動や業績に影響をも

たらす可能性があります。

（2）業績の季節的変動について

当社の主要事業である就職情報事業、その中でも新卒採用向けの商品については、企業の新卒者の採用活動が活

発に行われる時期に売上が集中するため、基本的に当社の売上高は下半期に偏重する傾向があります。将来的に採

用活動の時期が変更になれば、当社の売上高の偏重時期がそれに合わせて変化する可能性があります。

2024年10月期から2026年10月期の３ヵ年で、経験者採用領域の成長を強化していく方針のため、業績の季節的変

動は徐々に緩やかになることを見込んでいますが、売上高に占めるキャリア採用サービスの比率が拡大する過程に

おいて、売上高の偏重時期がこれまでとは異なる傾向となる可能性があります。

 

最近２事業年度の上半期及び下半期の売上高と構成比は以下のとおりであります。

 

第47期
自　2023年11月１日
至　2024年10月31日

第48期
自　2024年11月１日
至　2025年10月31日

上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期

売上高（千円） 4,024,025 6,706,666 10,730,691 4,363,819 6,655,357 11,019,177

構成比（％） 37.5 62.5 100.0 39.6 60.4 100.0

売上総利益（千円） 2,498,461 4,625,658 7,124,120 2,679,940 4,503,826 7,183,766

構成比（％） 35.1 64.9 100.0 37.3 62.7 100.0

営業利益（千円） 615,120 2,041,507 2,656,628 465,884 1,867,077 2,332,961

構成比（％） 23.2 76.8 100.0 20.0 80.0 100.0

経常利益（千円） 885,937 2,167,844 3,053,781 642,820 2,011,200 2,654,020

構成比（％） 29.0 71.0 100.0 24.2 75.8 100.0
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（3）法的規制等について

（1）規制強化について

被雇用者保護の観点から、求人メディアなど転職・就職情報の提供に関する規制が強化される可能性がありま

す。法的規制が当社の事業活動に大きな影響を及ぼした事実はありませんが、関係法規の改廃や新たな法的規制の

追加等に関する情報を的確に入手し、対応していくことが必要であると認識しています。

（2）許認可事業について

当社は、有料職業紹介事業及び労働者派遣事業を展開しており、職業安定法第30条第１項及び労働者派遣事業の

適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第５条第１項の許可を厚生労働大臣より受けて

おります。

①　職業安定法　　厚生労働大臣許可　13－ユ－314210

②　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

厚生労働大臣許可　派13－316020

職業安定法に基づく厚生労働大臣許可の有効期限は2026年６月30日までであり、その更新についての障害は、現

状においては、認識しておりません。労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関

する法律に基づく厚生労働大臣許可の有効期限は2030年７月31日であり、その更新についての障害は、現状におい

ては、認識しておりません。

今後、これらの関係法規が改廃された場合や新たな法的規制が設けられた場合には、当社の事業が影響を受ける

可能性があります。

（3）政府要請の「就職・採用活動日程に関する考え方」の変更について

「就活スケジュール」の変更は事業を行っていく上で考慮すべき事項であると考えております。一般社団法人日

本経済団体連合会がこれまで示してきた「採用選考に関する指針」を2021年春入社の学生対象分から廃止すること

を決めたものの、何らかのルールが必要であろうという大学・企業双方の認識を受け、政府が、「就職・採用活動

日程に関する関係省庁連絡会議」において新卒採用活動のあり方を協議していくことになりました。現状では、企

業・大学・学生への混乱を避けるため、2027年春入社の学生の就職活動についても、会社説明会などの解禁が３月

１日、選考の開始が６月１日という現行のルールと同じ内容で経済団体・業界団体に遵守等が要請されることが決

まっております。

また、当社を含む就職情報事業主要企業が加盟する「公益社団法人　全国求人情報協会」を通して、関係省庁や

大学就職関係担当者等との意見交換等を通年で行っており、加盟各社は上記の指針や政府方針等を尊重した上での

情報提供を行うことを遵守しております。

これまでに、法的規制や上記の申合せ等の変化が当社の事業活動に大きな影響を与えた事実はありませんが、今

後、これらが大きく変化した場合には当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。

（4）公的案件の受託について

当社では、2009年10月期より、経済産業省、中小企業庁、関東経済産業局をはじめとする公的機関や地方自治体

から、被雇用者を支援する雇用対策事業や、企業を支援する採用支援事業を受託しております。これらの雇用対策

事業や採用支援事業については、国の政策等に少なからず影響を受け公募案件数が増減する可能性を否定できませ

ん。それにより今後当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

１．経営成績等の状況の概要

文中の将来に関する事項は、当事業年度末において判断したものであります。

（1）財政状態及び経営成績の状況

当事業年度(2024年11月１日～2025年10月31日)におけるわが国経済は、全般的に緩やかな改善傾向を示しまし

た。インバウンド需要はコロナ禍以前の水準を超える動きを見せる一方、エネルギー価格や原材料費の高騰、関税

の影響等により、先行きは依然として不透明な状況が続いています。また、構造的な人手不足を背景に、若手人材

への需要は高止まりしており、新卒採用においては早期接触・早期選考の動きが一層強まっています。その結果、

新卒採用に加え、戦略的にキャリア採用や第二新卒採用を取り入れる企業が増加しています。

このような市場環境の中、当社では、20代向け転職サイト「Ｒｅ就活」が「20代が選ぶ20代向け転職サイト」７

年連続No.１を獲得し、累計登録会員数が2025年10月末に280万人を突破しました。こうした20代からの支持を背景

に、2025年10月末時点の「Ｒｅ就活」の売上高は前期比128.4％となりました。一方、新卒採用の早期化に伴う企

業広報時期の変化により、新卒向け就職情報サイト「Ｒｅ就活キャンパス」の売上高は前期比96.6％となりまし

た。その結果、当事業年度の全社売上高は110億19百万円(前期比102.7％)となりました。なお、前事業年度より戦

略的成長投資を強化しており、当事業年度では求職者向けプロモーション強化により、売上原価は前期比106.3％

となりました。また、生産性向上を目的とした教育研修の強化による採用教育費の増加、生成AIアシスタント

「Microsoft365Copilot」の全社導入をはじめとするシステム管理費の増加、販売促進プロモーションの強化によ

る販売促進費の増加により、販売費及び一般管理費は前期比108.6％となりました。これらの結果、当事業年度の

営業利益は23億32百万円（前期比87.8％）となりました。

この結果、当事業年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

①財政状態

当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ３億66百万円増加し、171億６百万円となりました。

当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ34百万円減少し、22億26百万円となりました。

当事業年度末の純資産合計は、前事業年度末に比べ４億１百万円増加し、148億79百万円となりました。

②経営成績

当事業年度の経営成績は、売上高110億19百万円（前期比102.7％）、営業利益23億32百万円（前期比87.8％）、

経常利益26億54百万円（前期比86.9％）、当期純利益18億92百万円（前期比84.9％）となりました。

 

主たる事業である「就職情報事業」につきましては、次のとおりであります。

当事業年度（2024年11月１日～2025年10月31日）におけるキャリア採用（経験者採用）市場では、幅広い業界で

若手人材の採用ニーズが高止まりしています。また、前事業年度同様、新卒採用の内定者動向が見極められる９～

10月において、第二新卒採用による新卒補完ニーズを取り込んだ結果、「Ｒｅ就活」の売上高は32億43百万円（前

期比128.4％）と好調に推移しました。また、20代向け転職エージェント「Ｒｅ就活エージェント」では、期中に

面談数が一時的に減少したものの、面談の質向上に取り組み、足元では決定数が伸びています。その結果、売上高

は８億16百万円(前期比105.3％)となりました。なお、新卒採用市場では早期化が進む中、企業は採用方法の見直

しや再構築を迫られており、インターンシップでの接触が採用広報の主戦場となりつつあります。その結果、採用

活動期間が長期化し、一部の企業では新卒採用と第二新卒採用の割合を見直す動きや、新卒採用広報に対する慎重

な姿勢が見られました。これにより、当事業年度の「Ｒｅ就活キャンパス」の売上高は20億２百万円(前期比

96.6％)となりました。「イベント（転職博・就職博など）」に関しては、上記のとおり「Ｒｅ就活」の好調な推

移を背景に、「転職博」や新卒インターンシップ期を対象としたイベントでは販売ブース数が増加しました。一

方、４年生を対象とする「就職博」は新卒採用早期化の影響を受けました。その結果、当事業年度の「イベント」

売上高は31億77百万円(前期比99.9％)となりました。

以上の結果、当事業年度における就職情報事業全体の売上高108億８百万円(前期比103.4％)となりました。ま

た、当社では、「Ｒｅ就活キャンパス」のブランド変更に加え、「Ｒｅ就活30」や「Ｒｅ就活ユース」などの新

サービスを相次いでローンチし、10代から30代までの「キャリアスタート」「キャリアチェンジ」「キャリアアッ

プ」を総合的に支援するサービス体制を構築しました。当社は、これからの時代を担う若い世代の「自分らしい

キャリアの実現」を支援するとともに、さらなる業績拡大を目指してまいります。

 
※1 Microsoft、Microsoft 365は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。

※2 Microsoft 365 Copilot は、Microsoft Corporation が提供するサービスの名称です。

 

（2）キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて７億55百万円増加

し、46億85百万円となりました（前期比119.2％）。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
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当事業年度における営業活動の結果、増加した資金は18億98百万円（前期比116.2％）となりました。

これは主に、税引前当期純利益が生じたことによる資金の増加26億54百万円、法人税等の支払による資金の減

少９億27百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における投資活動の結果、増加した資金は３億68百万円（前期比207.3％）となりました。

これは主に、投資有価証券の取得による支出12億57百万円及び売却による収入14億21百万円及び償還による収

入７億円、無形固定資産の取得による支出４億59百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における財務活動の結果、減少した資金は15億11百万円（前期比119.5％）となりました。

これは主に、配当金の支払による支出９億75百万円、自己株式の取得による支出５億35百万円によるもので

す。

 

（3）販売実績

当事業年度における販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類

当事業年度  

（自　2024年11月１日
至　2025年10月31日）

前事業年度比（％）

就職情報事業（千円） 10,808,502 103.4

 新卒採用集合品（千円） 5,179,319 98.6

  （就職博）（千円） (3,177,211) (99.9)

  （Ｒｅ就活キャンパス）（千円） (2,002,107) (96.6)

 新卒採用個別品（千円） 1,507,546 84.3

 中途採用商品（千円） 4,121,636 120.7

  （Ｒｅ就活）（千円） (3,243,147) (128.4)

  （人材紹介）（千円） (816,421) (105.3)

 
 （Ｒｅ就活ダイレクト

　リクルーティング）（千円）
(62,067) (55.4)

その他（千円） 210,675 76.3

合計（千円） 11,019,177 102.7

（注）（　）内の数値は内数を記載しております。
 

EDINET提出書類

株式会社学情(E05286)

有価証券報告書

17/79



２．経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析、検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識および分析、検討内容は次のとおりであります。なお、

記載内容における将来に関する事項については、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

（1）財政状態および経営成績の状況に関する認識および分析・検討内容

①財政状態の分析

（流動資産）

当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ１億33百万円増加し、86億67百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金の増加７億55百万円、有価証券の減少６億17百万円があったことによるもので

す。

（固定資産）

当事業年度末における固定資産の残高は、前事業年度末と比べ２億33百万円増加し、84億38百万円となりまし

た。これは主に、ソフトウエアの増加４億16百万円、投資有価証券の減少１億57百万円、ソフトウエア仮勘定の

減少１億11百万円があったことによるものです。

（流動負債）

当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末と比べ63百万円減少し、19億65百万円となりました。

これは主に、未払法人税等の減少１億50百万円、未払金の増加１億56百万円があったことによるものです。

（固定負債）

当事業年度末における固定負債の残高は、前事業年度末と比べ28百万円増加し、２億60百万円となりました。

これは主に、長期未払費用の増加28百万円があったことによるものです。

（純資産）

当事業年度末における純資産の残高は、前事業年度末と比べ４億１百万円増加し、148億79百万円となりまし

た。これは主に、当期純利益18億92百万円、配当金の支払い９億75百万円、自己株式の取得等(純資産額では減

少）４億88百万円があったことによるものです。

②経営成績の分析

（売上高）

当事業年度における売上高は、110億19百万円となりました(前期比102.7％)。これは主に、就職情報事業の売

上高の増加があったことによるものです。物価上昇や賃上げを実施する企業の増加を受け、より年収の高い企業

への転職を希望する求職者が増え、雇用の流動化が進んでいることに加え、国内人材ビジネス市場は、構造的な

人手不足により、特に若手の人材需要が引き続き拡大しており、「Ｒｅ就活」の売上高は32億43百万円（前期比

128.4％）、「Ｒｅ就活キャンパス」の売上高は20億２百万円(前期比96.6％)、「エージェント（人材紹介）」

の売上高は８億16百万円(前期比105.3％)となりました。

（売上原価、販売費及び一般管理費）

当事業年度における売上原価は、前事業年度と比べ２億28百万円増加し、38億35百万円となりました（前期比

106.3％）。これは主に、就職情報事業に係る売上原価の増加があったことによるものです。

販売費及び一般管理費は、前事業年度と比べ３億83百万円増加し、48億50百万円となりました（前期比

108.6％）。これは主に、ＴＶＣＭ等の「Ｒｅ就活」プロモーションを強化したこと等による販売促進費の増加

があったことによるものです。

（営業利益、経常利益、当期純利益）

以上の結果、当事業年度における営業利益は23億32百万円（前期比87.8％）、経常利益は26億54百万円（前期

比86.9％）、当期純利益は18億92百万円（前期比84.9％）となりました。
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（2）キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容ならびに資本の財源および資金の流動性に係る情報

①キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況につきましては、「第２.事業の状況　４経営者による財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況の分析　１．経営成績等の状況の概要　（2）キャッシュ・フローの状況」に記載し

ております。

なお、現時点において、特記すべき重要な資本的支出の予定はありません。

［キャッシュ・フローの参考資料］

  2023年10月期  2024年10月期  2025年10月期

自己資本比率（％） 84.9 86.4 86.9

時価ベースの自己資本比率（％） 149.4 136.6 126.6

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

（注）株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

②資本の財源及び資金の流動性

当社の資金需要のうち主なものは、人件費、外注費、販売費及び一般管理費等に係る運転資金であります。こ

れらの所要資金については、自己資金により充当しております。ただし、金融機関との良好な関係を維持するこ

とを目的とした場合には、金融機関からの調達を行うこととしております。

なお、当事業年度における借入金の残高はなく、現金及び預金の残高は56億85百万円であり、当面の資金繰り

については問題ないと判断しております。

（3）重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されておりま

す。この財務諸表の作成に当たりましては、一定の会計基準の範囲内において、資産・負債及び収益・費用の金

額に影響を与える見積りを必要としております。これらの見積りにつきましては、経営者が過去の実績や現在の

取引状況ならびに入手可能な情報を総合的に勘案し、その時点で最も合理的と考えられる見積りや仮定を継続的

に使用しておりますが、見積り及び仮定には不確実性が伴うため、実際の結果と異なる可能性があります。ま

た、財務諸表の作成のための重要な会計方針等は「第５　経理の状況　１　財務諸表等（1）財務諸表　注記事

項　重要な会計方針」に記載されているとおりであります。

５【重要な契約等】

業務・資本提携契約

契約会社名 相手方の名称 契約締結日 契約内容

㈱朝日新聞社 ㈱朝日新聞社 2013年１月29日

業務提携

①人材関連事業

②教育事業

資本提携

当社株式の保有

㈱朝日学生新聞社 ㈱朝日学生新聞社 2013年１月29日

業務提携

①人材関連事業

②教育事業

資本提携

当社株式の保有

 

６【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社は、当事業年度において、自社利用のソフトウエアを中心に総額749百万円の設備投資を行いました。

２【主要な設備の状況】

当社における、主要な設備は以下のとおりであります。

2025年10月31日現在
 

事業所名
(所在地)

事業の種類別
の名称

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業
員数
（人）

建物及び
構築物

土地
(面積㎡)

その他 合計

大阪本社

(大阪市北区)
就職情報事業

販売業務・管理

施設
324,818

526,457

(364.51)
25,180 876,456

107

(11)

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置、工具、器具及び備品であります。

２．上記以外に営業所建物等を賃借しており、年間賃借料は、211,763千円であります。

３．従業員数の（　）は、パート・嘱託社員・契約社員数を外数で記載しております。

３【設備の新設、除却等の計画】

（1） 重要な設備の新設等の計画

該当事項はありません。

（2） 重要な改修

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,240,000

計 50,240,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）
（2025年10月31日）

提出日現在発行数（株）
（2026年１月22日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 15,560,000 15,560,000
東京証券取引所

（プライム市場）

単元株式数

100株

計 15,560,000 15,560,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2026年１月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する

方法によるものであります。

当該制度は、2012年１月20日開催の定時株主総会において、会社法第361条に基づき、当社取締役に対し

て、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割り当てることを特別決議されたものに基づき、

2014年12月８日開催の取締役会、または2016年12月５日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及

び第240条に基づき、当社取締役に対して、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の

募集要項について決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。

（2014年12月８日開催取締役会決議）

決議年月日 2014年12月８日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　３名

新株予約権の数　※ 100個　（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数　※ 普通株式　10,000株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額　※ 1株当たり1円

新株予約権の行使期間　※ 自　2015年１月23日　至　2035年１月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　※

発行価格　850

資本組入額　425

（注）２

新株予約権の行使の条件　※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議に

よる承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項　※
（注）４

※　当事業年度の末日（2025年10月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前

月末現在（2025年12月31日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないた

め、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
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（注）１　新株予約権１個当たりの新株予約権の目的となる株式の数は100株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものと

する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる

株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる１株未満の端数については、これを切り捨てるものと

する。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらに準じて株式数の調整を必要とする場合に

は、当社は必要と認める調整を行うことができるものとする。

２　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

３　新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日

の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権

を一括してのみ行使することができる。

(2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①または②に定める場合（ただし、②については、下記

（注）４に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それ

ぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2034年10月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2034年11月1日から2035年1月22日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたる

ときは、その前営業日を最終日とする。

②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もし

くは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合

は、当社の取締役会決議がなされた場合）

当該承認日の翌日から15日間

４　組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式

移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発

生日の直前において残存する募集新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予

約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。こ

の場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併

契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るもの

とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注）１に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に

上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られ

る金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けるこ

とができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

（注）３に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生

日のうちいずれか遅い日から、（注）３に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満

了日までとする。
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(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

（注）２に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(8) 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

（注）３に準じて決定する。

 

（2016年12月５日開催取締役会決議）

決議年月日 2016年12月５日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　３名

新株予約権の数　※ 100個　（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数　※ 普通株式　10,000株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額　※ 1株当たり1円

新株予約権の行使期間　※ 自　2017年１月20日　至　2037年１月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　※

発行価格　960

資本組入額　480

（注）２

新株予約権の行使の条件　※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議に

よる承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項　※
（注）４

※　当事業年度の末日（2025年10月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前

月末現在（2025年12月31日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないた

め、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

（注）１　新株予約権１個当たりの新株予約権の目的となる株式の数は100株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものと

する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる

株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる１株未満の端数については、これを切り捨てるものと

する。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらに準じて株式数の調整を必要とする場合に

は、当社は必要と認める調整を行うことができるものとする。

２　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

３　新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日

の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権

を一括してのみ行使することができる。

(2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①または②に定める場合（ただし、②については、下記

（注）４に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それ

ぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
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①新株予約権者が2036年10月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2036年11月１日から2037年１月19日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあた

るときは、その前営業日を最終日とする。

②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もし

くは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合

は、当社の取締役会決議がなされた場合）

当該承認日の翌日から15日間

４　組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式

移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発

生日の直前において残存する募集新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予

約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの

とする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設

合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注）１に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に

上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られ

る金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けるこ

とができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

（注）３に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生

日のうちいずれか遅い日から、（注）３に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満

了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

（注）２に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。

(8) 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

（注）３に準じて決定する。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高(株)

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2006年11月１日

（注）
7,780,000 15,560,000 － 1,500,000 － 817,100

（注）１株を２株に株式分割しております。

（５）【所有者別状況】

       2025年10月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 10 16 64 55 55 8,084 8,284 －

所有株式数

（単元）
－ 22,150 296 42,636 16,117 288 73,917 155,404 19,600

所有株式数の

割合（％）
－ 14.25 0.19 27.44 10.37 0.19 47.56 100.00 －

（注）自己株式2,139,137株は、「個人その他」に21,391単元及び「単元未満株式の状況」に37株を含めて記載し

ております。

（６）【大株主の状況】

  2025年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

株式会社アンビシャス 堺市南区新檜尾台1-16-10 2,254 16.80

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区赤坂1-8-1 1,017 7.58

株式会社日本カストディ銀行

（信託口）
東京都中央区晴海1-8-12 810 6.04

株式会社朝日新聞社 東京都中央区築地5-3-2 778 5.80

株式会社朝日学生新聞社 東京都中央区築地5-3-2 778 5.80

中井　大志 堺市南区 446 3.33

学情社員持株会 東京都中央区銀座6-10-1 430 3.21

ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨ

Ｓ　＆　ＣＯ．ＲＥＧ

（常任代理人ゴールドマン・

サックス証券株式会社）

200 WEST STREET NEW YORK，NY，USA

（東京都港区虎ノ門2-6-1）
358 2.67

ＪＰＬＬＣ　ＣＬＩＥＮＴ　Ａ

ＳＳＥＴ　Ｓ－ＳＫ　Ｊ

（常任代理人シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店）

FOUR CHASE METROTECH CENTER

BROOKLYN,NY 11245

（東京都新宿区新宿6-27-30）

295 2.20

ＣＡＣＥＩＳ ＢＡＮＫ， ＬＵ

ＸＥＭＢＯＵＲＧ ＢＲＡＮＣ

Ｈ／ ＵＣＩＴＳ － ＦＵＬＬ

ＴＡＸ

（常任代理人シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店）

5， ALLEE SCHEFFER　L－2520

LUXEMBOURG，LUXEMBOURG

（東京都新宿区新宿6-27-30）

262 1.95

計 － 7,431 55.37

 
（注）１．株式会社アンビシャスは、当社代表取締役社長中井大志の資産管理会社であります。
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２．2025年10月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ＳＭＢＣ日興証券株式

会社及びその共同保有者である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社が2025年10月15日現在で、以下の

株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の

確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等

の数（株）

株券等保有割

合（％）

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1 460,920 2.96

三井住友ＤＳアセットマネジメン

ト株式会社
東京都港区虎ノ門1-17-1 524,000 3.37

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2025年10月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 2,139,100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,401,300 134,013 －

単元未満株式 普通株式 19,600 － －

発行済株式総数  15,560,000 － －

総株主の議決権  － 134,013 －

 

②【自己株式等】

    2025年10月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社学情
東京都中央区銀座6-

10-1
2,139,100 － 2,139,100 13.75

計 － 2,139,100 － 2,139,100 13.75
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく、取締役会決議による

取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2025年２月17日）での決議状況

（取得期間2025年３月１日～2025年10月31日）
300,000 650,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 300,000 534,675,100

残存決議株式の総数及び価額の総額 － 115,324,900

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － 17.74

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － 17.74

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 1,150 －

当期間における取得自己株式 298 84,000

（注）１．当事業年度及び当期間における取得自己株式は譲渡制限付株式報酬対象者の退職に伴う無償取得及び

単元未満株式の買取りによるものであります。

２．当期間における取得自己株式には、2026年１月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株

式の買取り及び譲渡制限付株式報酬の無償取得による株式は含めておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他（注）３ 36,140 46,015,249 － －

保有自己株式数 2,139,137 － 2,139,435 －

（注）１．当期間における処理自己株式数には、2026年１月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満

株式の売渡による株式は含まれておりません。

２．当期間における保有自己株式数には、2026年１月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満

株式の買取り及び譲渡制限付株式報酬の無償取得による株式は含まれておりません。

３．当事業年度の内訳は、譲渡制限付株式報酬による処分（株式数36,140株、処分価額46,015,249円）で

あります。
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３【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置づけており、併せて企業価値の最大化や、将来の事業

拡大に不可欠な新規事業開発、人材育成などの成長投資に必要な内部留保とのバランスも重視しております。その

バランスを踏まえ、内部留保を確保したあとの余剰資金につきましては、キャッシュ・フローの状態を勘案の上、

可能な限り株主の皆様への還元に努めております。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としております。これらの剰余

金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

上記の基本方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当につきましては、中間配当は１株当たり33円00銭を実施い

たしました。期末配当につきましては、2026年１月23日開催予定の定時株主総会において１株当たり34円00銭で決

議されますと、年間配当は１株当たり67円00銭となる予定です。

内部留保資金の使途につきましては、高度化する社内情報関連設備や、「Ｒｅ就活キャンパス」、「Ｒｅ就活」

のためのソフトウエア開発資金等に充当し、事業拡大に努めてまいる所存です。

 

（注）　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議 配当金の総額（千円） １株当たりの配当額（円）

2025年６月９日
442,136 33

取締役会

2026年１月23日
456,309 34

定時株主総会決議（予定）
 

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレートガバナンスの機能を充実させるため、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組

織体制の確立を重要な経営課題のひとつとして位置づけております。また、株主をはじめとする幅広いステー

クホルダーに対して適時かつ適切に情報開示を行うとともに、より効率的かつ健全で透明性の高い経営体制の

構築・整備に取り組んでおります。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

1.企業統治の体制の概要

当社は、取締役会及び監査役会を設置しております。取締役会は、本報告書提出日現在（2026年１月22日

現在）取締役７名（うち社外取締役４名）により構成し、毎月１回の定時取締役会や必要に応じて開催さ

れる臨時取締役会により、各種法令、定款、諸規程等において規定される取締役会決議事項の審議に臨む

ほか、業務執行状況等の報告等を受けて、他の取締役の職務執行状況の監督を行っております。また、経

営に関する重要事項については積極的な意見交換と迅速な意思決定を行っております。

監査役会は、本報告書提出日現在（2026年１月22日現在）、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成さ

れ、監査役は取締役会及び重要な会議に出席し、客観的かつ公平な立場から意見を述べるとともに、意思

決定の妥当性及び適正性、業務執行状況等の監視を行っております。

また、業務の執行の迅速化と各部署が抱える問題点を把握し速やかに対処するため、取締役・監査役及び

執行役員による経営会議、並びに経営会議メンバーに加え全国の部署責任者による週間業務報告会議をオ

ンライン会議を通じて開催すると共に、毎月１回月間業務報告会議を開催しております。

なお、取締役の選任・解任並びに報酬等について、決定プロセスの客観性及び透明性を確保し、コーポ

レートガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置

しており、委員長を含む委員の過半数を独立社外取締役で構成しています。

※当社は、2026年１月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」

及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は６名（う

ち社外取締役３名）、及び監査役３名（うち社外監査役２名）となります。

2.企業統治の体制を採用する理由

当社は、迅速かつ実効性のあるコーポレートガバナンス体制の構築が重要であると考えております。

当社の事業内容及び規模等に鑑み、取締役会は少数の取締役により構成し、迅速な意思決定を行っており

ます。また、取締役の任期は１年とし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立と、取締役の

経営責任を明確にしております。
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③　コーポレートガバナンス体制図

（内部統制の仕組み）

④　内部統制の整備状況

当社は、取締役会にて、「内部統制システム構築の基本方針」について、次のとおり決議いたしておりま

す。

1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、企業が継続・発展していくためには、すべての取締役、使用人が法令遵守の精神のもと、公正で

高い倫理観を持ち行動することが必要不可欠であると認識し、制度・体制を整備する。

（1） 取締役・使用人に対する行動基準の周知・徹底に努め、毎年取締役・使用人を対象としたコンプラ

イアンス研修を実施する他、法令等を遵守するのはもとより、社会の一員として企業倫理・社会規

範に則した行動を行い、健全な企業経営に努める。

（2） 取締役は、取締役会の適切な意思決定に基づき、各々委嘱された業務を執行するとともに、業務執

行の状況を取締役会に報告する。

（3） 取締役会には社外取締役及び税理士や弁護士でもある社外監査役も参加し、コンプライアンスガイ

ドライン、取締役会規程、職務権限規程等に基づき、内部統制システムの構築・運用状況を含めた

取締役の職務執行を監査、チェックする。

（4） 法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、解決のため、弁護士事務所と連携した

内部通報制度を導入し運用する。

（5） コンプライアンス委員会を設置し、法令（行政上の通達・指針を含む）及び当社における定款や各

種規則、取引に関わる契約・約款その他当社に対する社会的な信頼を確保するために当社の役職員

が遵守すべき社会的規範を遵守する体制の構築を図る。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会、経営会議、業務報告会議、その他重要な会議における意思決定に係る情報や、取締役の職務の

執行に係る情報については、文書管理規程及び個人情報保護に係る規程等に基づき、その保存媒体に応じ

て安全かつ適正に保存する。また、取締役及び監査役はこれらの文書を常時閲覧できる状態を維持する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、様々なリスクに対して、その大小や発生可能性に応じ、絶えず事前に適切な対応策を準備しリス

クを最小限にするべく組織的な対応を行う。

（1） 個人情報保護関連のリスクについて、コンプライアンス・プログラムの要求事項（JISQ15001）を

踏まえた個人情報保護に係る規程の制定をはじめとした「プライバシーマーク」を取得、取締役・

使用人への教育・研修及び管理体制を確立する。

（2） 重大な危機や緊急事態が生じた場合は、代表取締役社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置

し、自ら指揮を執り、迅速かつ適切に対応する体制をとる。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1） 定時取締役会を月１回開催する他、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、都度議論・審議を行

い、重要事項の決定を行う。
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（2） 現在の経営課題とその対策及び短期・中長期における経営方針の検討を行うため、取締役、監査役

及び執行役員による経営会議を開催し、迅速な方針決定を行う。

（3） 各部署の経営数値の進捗状況やその他の情報及び問題点を共有し、速やかに適正な対処・修正を行

うため、経営会議メンバーに加え全国の部署責任者による週間業務報告会議を開催、そのうち月１

回月間業務報告会議を開催、迅速かつ効率的に職務執行を行う体制をとる。

5.会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は現在親会社及び子会社等はないが、将来にわたり企業集団を組成した場合には、関係会社管理規程

の制定等により、適切な経営管理を行う体制を整備する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該

使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、必要に応

じて配置する。また当該使用人の人事について、監査役の事前の同意を得ることにより、取締役会からの

独立性を確保する。

7.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき従業員に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の取締役・使用人に周知徹底

する。

8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

（1） 監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程やその内容、職務執行の状況を把握するため、経

営会議、業務報告会議等の重要な会議に参加するとともに、各部署への実査及び部署責任者への聞

き取り等を行い、稟議書その他重要な文書を閲覧し必要に応じて当社の取締役・使用人にその説明

を求めることとする。その場合、取締役・使用人は都度、遅滞なく報告する。

（2） 当社は、取締役・使用人が法令等の違反行為等当社に著しい損害を与える可能性のある事実につい

て発見した時は、「内部通報制度」を利用した内部通報並びに速やかに監査役または監査役会に報

告する体制を整備する。

（3） 当社は、「内部通報制度」を利用した内部通報並びに監査役または監査役会に報告した取締役・使

用人に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取り扱いを行うことを禁じ、その旨を取締役・使

用人に周知徹底する。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（1） 代表取締役社長は、監査役とは月１回の取締役会において定期的に意見を交換し、その他監査役と

定期的に会合を持つことで対処すべき課題や監査上の重要事項について意見交換する。

（2） 監査役は内部監査室と緊密に連携し、併せて内部監査室より、内部監査計画書並びに結果の報告を

受けるとともに、内部監査の立会いも行うなど内部監査室とのより深い連携を図る。

（3） 監査役は会計監査人及びコーポレート本部と定期的な意見交換を行い、財務報告の適正性について

確認できる体制をとる。

（4） 当社は、監査役がその職務執行において、当社に対し法令に基づく費用の前払い等の請求をした時

には、担当部署において審議の上、当該請求にかかる費用または債務が当該監査役の職務執行に必

要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。

⑤　取締役会にて決議できる株主総会決議事項

1.自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、機動的な資本政策を遂行することを目的として、取締役会

の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

2.中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議に

よって毎年４月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

⑥　取締役の定数

当社の取締役は７名以内とする旨定款に定めております。

⑦　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の

選任については、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
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⑧　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う旨定款に定め

ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行

うことを目的とするものであります。

⑨　取締役会及び任意の指名・報酬諮問委員会の活動状況

当事業年度において、当社は取締役会を14回、指名・報酬諮問委員会を４回開催しており、個々の取締役及

び監査役の出席状況については、次のとおりであります。

役職名 氏名
取締役会の

出席状況

指名・報酬諮問委員会の

出席状況

代表取締役会長 中井　清和 全14回中14回 －

代表取締役社長 中井　大志 全14回中14回 全４回中４回

取締役 乾　真一朗 全14回中14回 －

取締役 辻内　章 全14回中14回 全４回中４回

取締役 笹川　祐子 全14回中14回 全４回中４回

取締役 宮田　喜好 全10回中10回 －

取締役 和田　裕美 全10回中10回 －

常勤監査役 村越　誓一 全14回中14回 －

監査役 前　義信 全14回中14回 －

監査役 小林　聖子 全10回中10回 －

（注）１．開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。

２．2025年１月24日をもって取締役を退任した外園周二氏及び監査役を退任した堀淸氏は全４回中４回の

出席であります。

当事業年度の取締役会における具体的な検討内容は、株主総会に関する事項、決算及び中間配当に関する

事項、組織及び人事などに関する事項、予算や業績に関する事項、社内規程に関する事項、コーポレートガ

バナンスに関する事項、サステナビリティに関する事項等であります。

当事業年度の指名・報酬諮問委員会における具体的な検討内容は、取締役の個人別報酬に関する事項、取

締役候補者の選定に関する事項について等であります。

 

⑩　取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取

締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免

除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能

力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑪　責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役（４名）及び社外監査役（２名）との間において、会社法第427条第１項の規定によ

り、同法第423条第１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法

令に定める額を限度として損害賠償額を負担する旨の責任限定契約を締結しております。

⑫　リスク管理体制の整備の状況

リスク管理体制につきましては、毎月１回の定時取締役会や必要に応じて開催される臨時取締役会におい

て、積極的な意見交換と迅速な意思決定を行っております。また、取締役・監査役及び執行役員による経営会

議、並びに経営会議メンバーに加え全国の部署責任者による週間業務報告会議、並びに月間業務報告会議を開

催し、各部署間の情報共有化を図り、積極的な意見交換を行っております。

また、社会から信頼される企業、企業倫理の確立した企業を目指すべくコンプライアンス委員会を設置する

とともに、「コンプライアンスガイドライン」を策定し、社内においてその周知徹底・推進を図っておりま

す。

個人情報保護法の遵守につきましては、プライバシーマークを1998年11月に取得し、強化に努めておりま

す。

 

EDINET提出書類

株式会社学情(E05286)

有価証券報告書

31/79



⑬　会社の支配に関する基本方針

1.当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社株式に対する大規模買付行為を受け入れるか否かの判断は、最終的には、株主の皆様によっ

てなされるべきものと考えております。したがいまして、大規模買付行為につきまして、これを一概に否

定するものではありません。しかしながら、突然の大規模買付行為が発生した場合には、株主の皆様に当

該行為を受け入れるか否かについて短期間に判断して頂くことになりかねません。

当社は、大規模買付行為を受け入れるか否かの株主の皆様の判断が適切に行われるためには、大規模買付

者からの一方的に提供される情報のみならず、当社取締役会から提供される情報及び評価・意見等も含め

た十分な情報が提供され、大規模買付行為に応じるべきか否かを判断して頂くための情報や時間を確保す

ることが不可欠であると考えております。

2.基本方針の実現に資する特別な取組み

（1） 企業価値向上への取組み

当社は、「つくるのは、未来の選択肢」というパーパスを制定し、新しい発想と確かな情報で社会

から期待される総合就職情報企業として、仕事を通して社会のお役に立てるよう全社一丸となり

日々研鑽を続けております。2023年12月に中期経営計画(2024年10月期～2026年10月期)を公表しま

した。その実現のために、事業の発展を通して、経常利益を中心に各段階利益の向上に努めて、企

業価値の向上を目指してまいります。また、キャリア採用(経験者採用)市場での成長強化を重点施

策としており、キャリア採用領域で年率30％の売上成長を目標に事業運営を行ってまいります。具

体的には次の戦略により、これら目標の実現を目指します。

①人的資本・人員拡大

2026年10月期に従業員500人体制とすることを目指しております。スペシャリストおよびエキス

パート人材の専門人材の採用を含めた人員拡大と、生成AIをはじめとした最先端のテクノロジーを

活用したデジタルを活用した生産性の向上の両軸で成長を目指します。

②生産性向上

マーケティング・営業プロセスの分業・連携を強化し、生産性・専門性の向上を図ります。利用企

業の拡大と、利用企業の継続率ならびに複数サービス利用率を高め売上拡大を図ります。

③新規事業開発

採用需要の増加が見込まれる領域で、Ｒｅ就活ブランドを活かして、業界または職種に特化した

サービスの開発を強化してまいります。需要が拡大する領域でのマッチングを通じて、社会課題の

解決と収益の拡大の両立を目指します。

 

 

（2） コーポレートガバナンスについて

当社は、コーポレートガバナンスについて、会社の意思決定機関である取締役会の活性化並びに経

営陣に対する監視と、不正を防止する仕組みが企業統治であるとの考えを基本としております。

当社の取締役会は、本報告書提出日現在取締役７名で構成され、うち３名は独立性を有する社外取

締役です。社外取締役につきましては、2013年10月期より招聘し、当社取締役会における意思決定

の客観性を高め、独立した第三者の立場から経営を監督する機能を担っております。また、監査役

会制度を採用しており、監査役は３名で、うち２名が社外監査役です。社外取締役及び社外監査役

と当社との間に、当社株式所有を除き、人的、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありま

せん。

また、当社では経営環境の変化に即応するため、毎月開催する定例の取締役会に加え、緊急を要す

る場合には、臨時取締役会を開催し、議論・審議にあたっております。

また、業務執行の迅速化と各部署が抱える問題点を把握し速やかに対処するため、取締役・監査役

及び執行役員による経営会議、並びに経営会議メンバーに加え全国の部署責任者による週間業務報

告会議をオンライン会議システムを通じて開催すると共に、月１回月間業務報告会議を開催してお

ります。

監査役（常勤）は常に取締役会及び経営会議、週間業務報告会議、月間業務報告会議に出席し、適

宜、意見の表明を行うとともに、内部監査担当者との連携を密にし、監査の実効性を高めておりま

す。
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（２）【役員の状況】

①2026年１月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。

男性7名　女性3名　（役員のうち女性の比率30％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役会長

(代表取締役)

全般

中井　清和 1948年９月13日生

1976年11月 当社創業

1977年11月 当社設立、代表取締役社長

2022年１月 当社代表取締役会長（現任）
　

(注)２ 30

取締役社長

（代表取締役）

全般

中井　大志 1978年８月15日生

2001年９月 当社入社

2012年４月 当社大阪営業本部サブマネージャー

2013年９月 当社京都支社長

2016年10月 当社東京企画営業本部副本部長・ゼネラル

マネージャー

2018年１月 当社取締役

2020年１月 当社取締役副社長

2022年１月 当社代表取締役社長（現任）
　

(注)２ 446

取締役

コーポレート本部・メデ

ィアビジネス本部担当

乾　真一朗 1973年８月11日生

1996年４月 当社入社

2000年８月 当社業務部マネージャー

2003年７月 当社東京本部企画営業部マネージャー

2007年４月 当社企画部マネージャー

2018年２月 当社執行役員

2023年１月 当社取締役（現任）
　

(注)２ 53

取締役 辻内　　章 1954年５月24日生

1978年２月
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人

トーマツ）入所

1998年６月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人

トーマツ）社員（パートナー）

2019年６月 同所定年退職

2019年７月 辻内公認会計士事務所所長（現任）

2020年１月 当社社外取締役（現任）

2020年６月 積水樹脂株式会社社外監査役（非常勤）

（現任）

2021年６月 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーショ

ン社外監査役（非常勤）（現任）
　

(注)２ 1

取締役 笹川　祐子 1962年７月22日生

1985年４月 株式会社ライフ出版入社

1986年３月 同社退社

1986年３月 株式会社ブックセンター1/2入社

1987年７月 同社退社

1987年９月 札幌ワープロ学院（現株式会社フレックス

ジャパン）入社

1992年７月 同社退社

1992年７月 株式会社ライトスタッフ（英会話学校）入

社

1997年４月 同社退社

1997年７月 株式会社ライトスタッフ（労働者派遣事

業）（現株式会社イマジンプラス）設立　

同社取締役事業部長

2002年１月 同社取締役副社長

2003年６月 同社代表取締役社長

2012年４月 株式会社イマジンネクスト設立

同社代表取締役社長（現任）

2021年１月 株式会社イマジンプラス代表取締役社長退

任

2022年１月 当社社外取締役（現任）

2022年７月 株式会社カネカ社外取締役（非常勤）（現

任）
　

(注)２ 2
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 宮田　喜好 1969年10月15日生

1992年４月 株式会社朝日新聞社入社

2008年12月 同社大阪本社編集局スポーツグループ次長

2011年４月 同社東京本社報道局スポーツグループ次長

2014年７月 同社東京本社報道局スポーツ部長

2020年10月 同社ゼネラルマネジャー補佐

2021年４月 同社東京本社編集局長代理

2022年４月 同社執行役員ゼネラルマネジャー兼東京本

社編集局長

2023年６月 同社執行役員編集担当

2024年４月 同社常務執行役員管理・人材/働き方改革

担当

2025年１月 当社社外取締役（現任）

2025年６月 同社取締役コーポレート統括/管理・人材/

働き方改革/コンプライアンス担当（現

任）
　

(注)２ -

取締役 和田　裕美 1967年２月16日生

1990年４月 株式会社ジオス入社

1990年９月 同社退社

1990年10月 株式会社サンローズ入社

1992年11月 同社退社

1992年12月 日本ブリタニカ株式会社入社

2002年６月 同社日本撤退により退社

2002年７月 株式会社perie（現株式会社ＨＩＲＯＷＡ）

代表取締役就任（現任）

2017年４月 京都光華女子大学キャリア形成学科客員教

授就任（現任）

2025年１月 当社社外取締役（現任）
　

(注)２ -

常勤監査役 村越　誓一 1961年７月20日生

1984年４月 当社入社

2000年10月 当社企画営業第２部マネージャー

2001年９月 当社東京本部長ゼネラルマネージャー

2003年７月 当社業務部マネージャー

2011年１月 当社取締役

2018年１月 当社監査役（現任）
　

(注)３ 38

監査役 前　　義信 1949年３月29日生

1968年４月 大阪国税局入局（熊本国税局採用）

1985年10月 関西国際空港株式会社出向

1989年７月 大阪国税局天王寺税務署

1998年７月 大阪国税局総務部情報管理官

2005年７月 大阪国税不服審判所国税審判官

2008年７月 同退職

2008年８月 税理士登録

前義信税理士事務所設立、代表（現任）

2016年11月 当社仮監査役

2017年１月 当社社外監査役（現任）
　

(注)４ 1

監査役 小林　聖子 1983年２月15日生

2018年１月 弁護士登録

弁護士法人みやこ法律事務所入所

2025年１月 当社社外監査役（現任）

2025年２月 太陽法律事務所入所（現任）
　

(注)４ -

計 573

  
（注）１．取締役辻内章、笹川祐子、宮田喜好、和田裕美の各氏は社外取締役であります。また、監査役前義信、

小林聖子は、社外監査役であります。

２．2025年１月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

３．2022年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

４．2025年１月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５．取締役社長（代表取締役）中井大志は、取締役会長（代表取締役）中井清和の長男であります。
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②2026年１月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名

選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりと

なる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決

議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性6名　女性3名　（役員のうち女性の比率33％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役会長

(代表取締役)

全般

中井　清和 1948年９月13日生

1976年11月 当社創業

1977年11月 当社設立、代表取締役社長

2022年１月 当社代表取締役会長（現任）
　

(注)２ 30

取締役社長

（代表取締役）

全般

 

中井　大志 1978年８月15日生

2001年９月 当社入社

2012年４月 当社大阪営業本部サブマネージャー

2013年９月 当社京都支社長

2016年10月 当社東京企画営業本部副本部長・ゼネラル

マネージャー

2018年１月 当社取締役

2020年１月 当社取締役副社長

2022年１月 当社代表取締役社長（現任）
　

(注)２ 446

取締役

コーポレート本部・メデ

ィアビジネス本部担当

乾　真一朗 1973年８月11日生

1996年４月 当社入社

2000年８月 当社業務部マネージャー

2003年７月 当社東京本部企画営業部マネージャー

2007年４月 当社企画部マネージャー

2018年２月 当社執行役員

2023年１月 当社取締役（現任）
　

(注)２ 53

取締役 辻内　　章 1954年５月24日生

1978年２月
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人

トーマツ）入所

1998年６月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人

トーマツ）社員（パートナー）

2019年６月 同所定年退職

2019年７月 辻内公認会計士事務所所長（現任）

2020年１月 当社社外取締役（現任）

2020年６月 積水樹脂株式会社社外監査役（非常勤）

（現任）

2021年６月 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーショ

ン社外監査役（非常勤）（現任）
　

(注)２ 1

取締役 笹川　祐子 1962年７月22日生

1985年４月 株式会社ライフ出版入社

1986年３月 同社退社

1986年３月 株式会社ブックセンター1/2入社

1987年７月 同社退社

1987年９月 札幌ワープロ学院（現株式会社フレックス

ジャパン）入社

1992年７月 同社退社

1992年７月 株式会社ライトスタッフ（英会話学校）入

社

1997年４月 同社退社

1997年７月 株式会社ライトスタッフ（労働者派遣事

業）（現株式会社イマジンプラス）設立　

同社取締役事業部長

2002年１月 同社取締役副社長

2003年６月 同社代表取締役社長

2012年４月 株式会社イマジンネクスト設立

同社代表取締役社長（現任）

2021年１月 株式会社イマジンプラス代表取締役社長退

任

2022年１月 当社社外取締役（現任）

2022年７月 株式会社カネカ社外取締役（非常勤）（現

任）
　

(注)２ 2

取締役 和田　裕美 1967年２月16日生

1990年４月 株式会社ジオス入社

1990年９月 同社退社

1990年10月 株式会社サンローズ入社

1992年11月 同社退社

1992年12月 日本ブリタニカ株式会社入社

2002年６月 同社日本撤退により退社

2002年７月 株式会社perie（現株式会社ＨＩＲＯＷＡ）

代表取締役就任（現任）

2017年４月 京都光華女子大学キャリア形成学科客員教

授就任（現任）

2025年１月 当社社外取締役（現任）
　

(注)２ -
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

常勤監査役 村越　誓一 1961年７月20日生

1984年４月 当社入社

2000年10月 当社企画営業第２部マネージャー

2001年９月 当社東京本部長ゼネラルマネージャー

2003年７月 当社業務部マネージャー

2011年１月 当社取締役

2018年１月 当社監査役（現任）
　

(注)３ 38

監査役 前　　義信 1949年３月29日生

1968年４月 大阪国税局入局（熊本国税局採用）

1985年10月 関西国際空港株式会社出向

1989年７月 大阪国税局天王寺税務署

1998年７月 大阪国税局総務部情報管理官

2005年７月 大阪国税不服審判所国税審判官

2008年７月 同退職

2008年８月 税理士登録

前義信税理士事務所設立、代表（現

任）

2016年11月 当社仮監査役

2017年１月 当社社外監査役（現任）
　

(注)４ 1

監査役 小林　聖子 1983年２月15日生

2018年１月 弁護士登録

弁護士法人みやこ法律事務所入所

2025年１月 当社社外監査役（現任）

2025年２月 太陽法律事務所入所（現任）
　

(注)４ -

計 573

 
   

（注）１．取締役辻内章、笹川祐子、和田裕美の各氏は社外取締役であります。また、監査役前義信、小林聖子

は、社外監査役であります。

２．2026年１月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

３．2026年１月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

４．2025年１月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５．取締役社長（代表取締役）中井大志は、取締役会長（代表取締役）中井清和の長男であります。

６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監
査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株）

東辻　淳次 1963年１月14日生

1982年４月　大阪国税局入局
2003年７月　国税庁　課税部　法人課税課　審理係長
2008年７月　国税庁　課税部　審理室　課長補佐
2012年７月　草津税務署　副署長
2016年７月　旭税務署　署長
2018年７月　大阪国税局　調査第二部　統括国税調査官
2019年７月　須磨税務署　署長
2020年７月　大阪国税局　調査第二部　調査総括課長
2022年７月　大阪国税局　課税第二部長
2023年７月　退官
2023年７月　税理士登録

-
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③　社外役員の状況

１．2026年１月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は４名、また社外監査役は２名であり

ます。なお、2026年１月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」

「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は３名、また社

外監査役は２名となる予定です。

社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準は設けておりませんが、会社法第２条第15号又は第16号の

定めに従い、これまでの実績、人格等をもとに、取締役会にて総合的に判断して決定しております。

社外取締役辻内章氏は、有限責任監査法人トーマツに長年勤務し、様々な企業の監査業務における豊富な経

験を有し、当社の経営全般や決算・会計業務、内部統制体制の構築において有効な提言を行っております。ま

た指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会４回のすべてに出席し、客観的・中立

的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。本報告書提出

日現在で当社株式を１千株保有しております。同氏と当社の間に重要な取引関係及び特別な利害関係はありま

せん。

社外取締役笹川祐子氏は、株式会社イマジンプラスおよび株式会社イマジンネクストの設立・代表取締役社

長を経験した者としての見地から、取締役会において、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための

発言を行っております。また指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会４回のすべ

てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っ

ております。本報告書提出日現在で当社株式を２千株保有しております。

社外取締役宮田喜好氏は、株式会社朝日新聞社に長年勤務し、大阪・東京の編集局・報道局での勤務や取締

役としてコーポレート統括/管理・人材/働き方改革/コンプライアンスを担当されるなど豊富な経験を有する

ことから、当社の経営全般や当社と株式会社朝日新聞社との提携事業において助言等いただくことを期待して

おります。本報告書提出日現在で当社株式は保有しておりません。株式会社朝日新聞社は当社の株主でありま

す。また、株式会社朝日新聞社と当社は、資本業務提携に関する契約を締結しております。

社外取締役和田裕美氏は、外資系教育会社での勤務経験から営業コンサルタント会社を設立し、多くの営業

社員育成に関する著書の執筆や講演を行うなど、社員育成について豊富な知見を有しており、専門的な観点か

ら取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。本報告書提出日現在で当社株式

は保有しておりません。

社外監査役前義信氏は、前義信税理士事務所の代表を兼職しており、税理士として財務及び会計に関する相

当程度の知見を有しており、専門的見地より取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を

行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜必要な発言を

行っております。本報告書提出日現在で当社株式を１千株保有しております。同氏と当社の間に重要な取引関

係及び特別な利害関係はありません。

社外監査役小林聖子氏は、弁護士としての専門的見地より取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する

ための発言を行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜必

要な発言を行っております。本報告書提出日現在で当社株式は保有しておりません。同氏と当社の間に重要な

取引関係及び特別な利害関係はありません。

④　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

内部監査室を取締役会直轄として設置し、担当者を１名配置しており、内部監査室では法令、定款及び諸規

程の遵守状況を監査するとともに内部統制の有効性を評価しております。

監査役会は監査役３名（うち２名が社外監査役）で構成され、当事業年度の「監査役監査実施計画書」に基

づき開催され、監査役相互の情報交換や必要に応じて審議を行っております。また、取締役会及び重要な会議

に出席し、必要な場合は意見を述べるとともに、意思決定、業務執行状況等の監視を行っております。なお、

監査役は内部監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査室に調査を求めることができる体制

を整え、監査役機能の強化に努めております。

また、内部監査室、監査役及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密

にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
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（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

有価証券報告書提出日現在、当社における監査役会は監査役３名（うち２名が社外監査役）で構成され、当

事業年度の「監査計画書」に基づき開催され、監査役相互の情報交換や必要に応じて審議を行っております。

また、取締役会及び重要な会議に出席し、必要な場合は意見を述べるとともに、意思決定、業務執行状況等

の監視を行っております。なお、監査役は内部監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査室

に調査を求めることができる体制を整え、監査役機能の強化に努めております。

当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりで

あります。

役職名 氏名 開催回数 出席回数

常 勤 監 査 役 村 越 　誓 一 14回 14回

監査役（社外） 前 　義 信 14回 14回

監査役（社外） 小 林 　聖 子 10回 10回

監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、

会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の評価、監査報酬の妥当性、監査役会監査報告書の策定、取締役会

に付議される重要案件等の内容確認、内部監査室からの内部監査及び内部統制監査の報告等であります。ま

た、常勤監査役の月次監査活動について非常勤監査役に報告・説明し、情報の共有を図っております。

また、常勤監査役の活動としては、経営会議、業務報告会議に出席し、付議される重要案件の審議状況を確

認するとともに、必要に応じ質問及び意見表明を行っております。また、重要な決裁書類等の閲覧、代表取締

役、その他取締役等との面談や重要拠点への往査を通じ意思疎通を行っております。以上のような活動を通

じ、重要な意思決定プロセスや取締役の職務遂行を監視・監督できる体制をとり、内部統制システムの運用状

況の監査を実施しております。

なお当社は、2026年１月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」

を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き３名の監査役（うち２名は社外監査

役）で構成されることになります。

②　内部監査の状況

内部監査室を取締役会直轄として設置し、担当者を１名配置しており、内部監査室では法令、定款及び諸規

程の遵守状況を監査するとともに内部統制の有効性を評価しております。

また、内部監査の実効性を確保する取り組みとして、内部監査結果の報告は代表取締役及び取締役会に年１

回以上行っており、内部監査室、監査役及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等

の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

③　会計監査の状況

会計監査につきましては、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しております。同有限責任監

査法人とは監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けており、それに基づいて報

酬を支払っております。なお、同有限責任監査法人及びその業務執行社員と当社との間には特別な利害関係は

ありません。当該監査法人による継続監査期間は、26年間であります。

当社の監査業務を執行した公認会計士は、業務執行社員の和田稔郎氏、業務執行社員の山岸康徳氏（なお、

両氏の継続関与年数は７年以下であります。）、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他13

名であります。

1.監査法人の選定方針と理由

当社は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び内部管理体制、さらに当社の事業への理解度

が十分であることを監査法人の選定方針としており、これらの事項を総合的に勘案し検討した結果、有限

責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しております。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合に会計監査

人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第

340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人

を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におい

て、解任の旨及びその理由を報告いたします。

2.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、会計監査人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性、監査結果の

相当性や監査報酬の水準等を勘案するとともに、会計監査人との面談、意見交換等を通じて総合的に判断

しており、同法人による会計監査は適正に行われていると評価しております。
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④　監査報酬の内容等

1.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

30,500 － 32,500 －

2.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（1.を除く）

該当事項はありません。

3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

4.監査報酬の決定方針

当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等により提示される監査

計画の内容をもとに、当社の規模、業務の特性、監査内容、監査日数等を総合的に勘案し、会社法第399

条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。

5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等について検証を行った上で、会計監

査人の報酬等について同意の判断をしております。

（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2023年６月より指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定

方針は、指名・報酬諮問委員会での見直しの検討、答申を経て取締役会にて決議しております。

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定され

た報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が

尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

なお、2001年１月26日開催の第23期定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は年額300,000千円以

内、監査役の報酬限度額は年額50,000千円以内となっております。

また、2018年１月26日開催の第40期定時株主総会において、中長期的な企業価値の向上及び企業価値増大へ

の貢献意識を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対

象とした譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されました。当該報酬額は、上記の報酬限度額

とは別枠とし、年額30,000千円以内といたします。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。

ａ.基本方針

当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、株主総会にて決定する報酬総額

の限度内で、経済情勢、従業員給与とのバランス等を考慮して、個々の取締役の報酬決定に際しては各職

責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、金銭報酬

としての基本報酬および非金銭報酬としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役について

は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

ｂ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

業務執行取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と年１回の役員賞与とし、役位、職責に応じて、当社の

業績、経済情勢、従業員給与とのバランス等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。社

外取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社と規模の近い会社の報酬水準を勘案して決定するものと

する。
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ｃ.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針

(報酬等を与える時期または条件決定に関する方針を含む)

業務執行取締役の非金銭報酬としての株式報酬は譲渡制限付株式報酬とし、中長期的な企業価値の向上

および企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株

主総会で決定した報酬限度額の範囲内で、毎年、一定の時期に支給する。

ｄ.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬額に関しては、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する

企業の報酬水準を踏まえ、取締役会は株主総会で決定した各報酬限度額の範囲内で取締役の個人別の報酬

等の内容を決定することとする。

ｅ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

基本報酬および株式報酬の個人別の配分等については、取締役会の諮問機関であり、委員の過半数を独

立社外取締役が構成する「指名・報酬諮問委員会」において審議を行い、同委員会の答申に基づき、これ

らを独立社外取締役および監査役も出席する取締役会で審議し決議する。

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数
（人）固定報酬 業績連動報酬

譲渡制限付
株式報酬

取締役

（社外取締役を除く）
171,011 146,000 － 25,011 3

監査役

（社外監査役を除く）
9,500 9,500 － － 1

社外役員 13,800 13,800 － － 6

（注）取締役の対象となる役員の員数は、無報酬の取締役２名を除いております。

③　提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④　使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株

価の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的の投資株式とし、その

他の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

1.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証

の内容

当社は、保有先企業の動向や取引状況、当該保有株式の市場価格等の状況を踏まえて、当該企業との安定

的かつ継続的な取引関係の強化を図ることにより、当社の企業価値の向上に資すると認められる場合、当

該企業の株式を保有する方針としております。当社は、個別の銘柄ごとに、保有による便益や資本効率等

を精査し、中長期的に当企業グループの企業価値の向上に資するという保有目的に沿っているか、取締役

会において検証を行っております。保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、株価

や市場価値を踏まえて売却いたします。
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2.銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 1 1,965

非上場株式以外の株式 － －

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

該当事項はありません。
 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（千円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 1 68,440

3.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

ニチモウ㈱

－ 25,173
発行会社とは、円滑な取引関係の維持・

強化を目的として保有しており、継続的

に採用事務代行サービス等を利用頂き、

保有効果を有しておりましたが、当事業

年度に売却を実施しております。

無

－ 46,670

（注）特定投資株式における定量的な保有効果は、測定が困難なため記載しておりません。

特定投資株式の保有の合理性の検証につきましては、保有意義を検証し、保有の適否に関して適

宜審議しております。

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

④　当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤　当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基

づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2024年11月1日から2025年10月31日ま

で）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

３．連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。

具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体

制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等が主催する研修会への参加を行ってお

ります。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(2024年10月31日)
当事業年度

(2025年10月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,929,331 5,685,197

受取手形 4,442 －

電子記録債権 － 2,207

売掛金及び契約資産 ※１ 2,260,020 ※１ 2,213,068

有価証券 1,116,903 499,586

未成制作費 ※２ 12,752 ※２ 30,562

前払費用 149,033 178,705

その他 62,673 60,614

貸倒引当金 △738 △2,205

流動資産合計 8,534,419 8,667,737

固定資産   

有形固定資産   

建物 856,545 937,697

減価償却累計額 △409,969 △439,711

建物（純額） 446,576 497,986

構築物 6,159 6,159

減価償却累計額 △5,975 △6,036

構築物（純額） 184 123

機械及び装置 5,551 5,551

減価償却累計額 △3,985 △4,296

機械及び装置（純額） 1,565 1,254

工具、器具及び備品 117,058 123,894

減価償却累計額 △41,229 △61,176

工具、器具及び備品（純額） 75,829 62,717

土地 526,457 526,457

有形固定資産合計 1,050,613 1,088,539

無形固定資産   

ソフトウエア 580,173 997,032

ソフトウエア仮勘定 125,874 13,998

電話加入権 6,505 6,505

無形固定資産合計 712,553 1,017,536

投資その他の資産   

長期預金 1,000,000 1,000,000

投資有価証券 4,789,717 4,632,464

長期前払費用 32,056 36,995

繰延税金資産 267,155 314,345

差入保証金 213,041 205,947

保険積立金 140,204 142,682

その他 6,500 6,500

貸倒引当金 △6,500 △6,500

投資その他の資産合計 6,442,175 6,332,434

固定資産合計 8,205,341 8,438,511

資産合計 16,739,761 17,106,248
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(2024年10月31日)
当事業年度

(2025年10月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 415,368 449,267

未払金 180,680 336,723

未払費用 99,022 69,085

未払法人税等 545,056 394,864

未払消費税等 136,225 82,691

契約負債 227,836 165,367

預り金 12,863 23,356

前受収益 2,572 2,610

賞与引当金 374,000 410,000

役員賞与引当金 36,000 32,000

流動負債合計 2,029,626 1,965,966

固定負債   

長期未払金 217,800 217,800

長期未払費用 － 28,582

長期預り保証金 14,382 14,487

固定負債合計 232,182 260,870

負債合計 2,261,809 2,226,837

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,000 1,500,000

資本剰余金   

資本準備金 817,100 817,100

その他資本剰余金 2,561,655 2,582,764

資本剰余金合計 3,378,755 3,399,864

利益剰余金   

利益準備金 8,455 8,455

その他利益剰余金   

別途積立金 1,800,000 1,800,000

繰越利益剰余金 10,045,297 10,961,576

利益剰余金合計 11,853,752 12,770,031

自己株式 △2,293,979 △2,782,639

株主資本合計 14,438,528 14,887,256

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,343 △25,925

評価・換算差額等合計 21,343 △25,925

新株予約権 18,080 18,080

純資産合計 14,477,952 14,879,411

負債純資産合計 16,739,761 17,106,248
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②【損益計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　2023年11月１日
　至　2024年10月31日)

当事業年度
(自　2024年11月１日
　至　2025年10月31日)

売上高 ※ 10,730,691 ※ 11,019,177

売上原価 3,606,571 3,835,410

売上総利益 7,124,120 7,183,766

販売費及び一般管理費   

販売促進費 811,174 856,694

役員報酬 108,210 143,300

役員賞与引当金繰入額 36,000 32,000

給料及び手当 1,423,833 1,517,351

賞与 147,440 164,351

賞与引当金繰入額 370,400 405,000

退職給付費用 24,231 25,143

福利厚生費 330,057 327,699

賃借料 219,532 211,763

減価償却費 207,104 291,006

その他 789,507 876,493

販売費及び一般管理費合計 4,467,492 4,850,804

営業利益 2,656,628 2,332,961

営業外収益   

受取利息 11,147 12,574

有価証券利息 144,819 117,521

受取配当金 9,678 12,412

投資有価証券売却益 213,010 135,470

受取家賃 32,475 28,234

その他 2,693 23,500

営業外収益合計 413,823 329,714

営業外費用   

不動産賃貸原価 6,948 5,776

固定資産除売却損 3,839 －

投資事業組合運用損 1,987 －

自己株式取得費用 1,577 1,038

譲渡制限付株式関連費用 1,317 1,323

その他 1,000 517

営業外費用合計 16,670 8,655

経常利益 3,053,781 2,654,020

税引前当期純利益 3,053,781 2,654,020

法人税、住民税及び事業税 853,806 787,711

法人税等調整額 △29,919 △25,854

法人税等合計 823,887 761,856

当期純利益 2,229,894 1,892,164
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売上原価明細書

 
前事業年度

（自　2023年11月１日
至　2024年10月31日）

当事業年度
（自　2024年11月１日
至　2025年10月31日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　人件費  45,702 1.3  50,535 1.3

Ⅱ　経費       

発送費 365,040   224,377   

会場費 331,004   313,599   

放送・掲載費 1,166,768   1,377,538   

印刷費 112,884   110,699   

外注費 67,371   68,592   

その他 1,517,799 3,560,869 98.7 1,690,068 3,784,875 98.7

売上原価合計  3,606,571 100.0  3,835,410 100.0
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年11月１日　至　2024年10月31日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

資本準備金
その他資本
剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

 別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 1,500,000 817,100 2,545,556 8,455 1,800,000 8,551,854 △1,795,248 13,427,717

当期変動額         

剰余金の配当      △736,451  △736,451

当期純利益      2,229,894  2,229,894

自己株式の取得       △526,750 △526,750

自己株式の処分   16,098    28,019 44,118

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        

当期変動額合計 － － 16,098 － － 1,493,443 △498,730 1,010,811

当期末残高 1,500,000 817,100 2,561,655 8,455 1,800,000 10,045,297 △2,293,979 14,438,528

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △180,513 △180,513 18,080 13,265,283

当期変動額     

剰余金の配当    △736,451

当期純利益    2,229,894

自己株式の取得    △526,750

自己株式の処分    44,118

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

201,857 201,857 － 201,857

当期変動額合計 201,857 201,857 － 1,212,668

当期末残高 21,343 21,343 18,080 14,477,952
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当事業年度（自　2024年11月１日　至　2025年10月31日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

資本準備金
その他資本
剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

 別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 1,500,000 817,100 2,561,655 8,455 1,800,000 10,045,297 △2,293,979 14,438,528

当期変動額         

剰余金の配当      △975,885  △975,885

当期純利益      1,892,164  1,892,164

自己株式の取得       △534,675 △534,675

自己株式の処分   21,109    46,015 67,124

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        

当期変動額合計 － － 21,109 － － 916,278 △488,659 448,727

当期末残高 1,500,000 817,100 2,582,764 8,455 1,800,000 10,961,576 △2,782,639 14,887,256

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 21,343 21,343 18,080 14,477,952

当期変動額     

剰余金の配当    △975,885

当期純利益    1,892,164

自己株式の取得    △534,675

自己株式の処分    67,124

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△47,268 △47,268 － △47,268

当期変動額合計 △47,268 △47,268 － 401,459

当期末残高 △25,925 △25,925 18,080 14,879,411
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④【キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　2023年11月１日
　至　2024年10月31日)

当事業年度
(自　2024年11月１日
　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 3,053,781 2,654,020

減価償却費 211,087 294,633

投資有価証券売却損益（△は益） △213,010 △135,470

投資事業組合運用損益（△は益） 1,987 △18,644

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 9,000 △4,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 84,000 36,000

受取利息及び受取配当金 △165,644 △142,508

固定資産除売却損益（△は益） 3,839 －

売上債権の増減額（△は増加） △515,218 49,186

仕入債務の増減額（△は減少） 61,926 33,899

未払金の増減額（△は減少） △184,644 △10,900

未払消費税等の増減額（△は減少） △22,009 △53,534

契約負債の増減額（△は減少） △14,434 △62,469

長期前払費用の増減額（△は増加） △4,148 △4,938

その他 37,441 52,856

小計 2,343,954 2,688,130

利息及び配当金の受取額 160,626 138,341

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △870,791 △927,884

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,633,788 1,898,587

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △257,946 △11,240

無形固定資産の取得による支出 △437,239 △459,786

投資有価証券の取得による支出 △506,026 △1,257,478

投資有価証券の売却による収入 1,031,023 1,421,624

投資有価証券の償還による収入 300,000 700,000

差入保証金の差入による支出 △36,122 △24,164

差入保証金の回収による収入 90,698 1,870

その他 △6,673 △2,372

投資活動によるキャッシュ・フロー 177,713 368,451

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △528,327 △535,713

配当金の支払額 △736,655 △975,458

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,264,982 △1,511,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 546,519 755,866

現金及び現金同等物の期首残高 3,382,812 3,929,331

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 3,929,331 ※ 4,685,197
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

①　市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

②　市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物、及び、2016年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、建物の主な耐用年数

は15～38年であります。

（2）無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

（3）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

４．収益及び費用の計上基準

　当社は、下記ステップアプローチに基づいて、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：企業が履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する

　当社は就職情報事業を主たる事業としており、新卒学生並びに若手求職者に企業ＰＲ・情報提供サービス

業務、各種採用コンサルティング業務、人材紹介業務等を行っております。

　そのうちＷｅｂ関連商品である「Ｒｅ就活キャンパス」や「Ｒｅ就活」等の掲載プランに関する売上につ

いては、一定の期間にわたり履行義務を充足するにつれて収益を認識しております。就職博等のイベントや

人材紹介業務等新卒採用個別品等につきましては、履行義務が一時点で充足する取引であり、約束した財ま

たはサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。また、当社が代理人に該当する広告

掲載に関する取引や提携先企業の商品を顧客に提供する取引等は、純額で収益を認識しております。

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（未適用の会計基準等）

（リースに関する会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基

準委員会）　等

 

(1）概要

　企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手

の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計

基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするも

のの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素

で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを

目指したリース会計基準等が公表されました。

　借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースが

ファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて

使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用さ

れます。

(2）適用予定日

2028年10月期の期首から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり

ます。

（表示方法の変更）

（損益計算書）

　前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「自己株式取得費用」及び「譲渡制限付株

式関連費用」は、営業外費用の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この

表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた3,894千円は、

「自己株式取得費用」1,577千円、「譲渡制限付株式関連費用」1,317千円、「その他」1,000千円として組み

替えております。
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（貸借対照表関係）

※１　売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額はそれぞれ以下のとおり

であります。

 前事業年度 当事業年度

売掛金 1,397,928千円 1,596,291千円

契約資産 862,091千円 616,776千円

 

※２　未成制作費

就職情報事業及びその他の事業の実施過程において、既に制作等の終了した工程に係る支出額でありま

す。

（損益計算書関係）

※　顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧

客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）1.顧客との契約から生じる収益

を分解した情報」に記載しております。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自2023年11月１日　至2024年10月31日）

 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：株）

 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

発行済株式     

普通株式 15,560,000 － － 15,560,000

合計 15,560,000 － － 15,560,000

自己株式     

普通株式（注）１.２. 1,598,027 300,800 24,700 1,874,127

合計 1,598,027 300,800 24,700 1,874,127

（注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加300,800株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加300,000株
及　び譲渡制限付株式報酬対象者の退職に伴う無償取得800株によるものであります。

２.普通株式の自己株式の株式数の減少24,700株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであ
ります。

 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 内訳
目的となる

株式の種類

目的となる株式の数（株）
当事業年度末

残高（千円）当事業年度期

首
増加 減少 当事業年度末

提出会社 ストックオプショ

ンとしての第１回

新株予約権

普通株式 － － － － 8,490

ストックオプショ

ンとしての第２回

新株予約権

普通株式 － － － － 9,590

合計 － － － － 18,080

 

 3.配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

2024年１月26日

定時株主総会
普通株式 376,973 27 2023年10月31日 2024年１月29日

2024年６月10日

取締役会
普通株式 359,477 26 2024年４月30日 2024年７月１日
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（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

次のとおり決議しております。

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2025年１月24日

定時株主総会
普通株式 533,749 利益剰余金 39 2024年10月31日 2025年１月27日

 

当事業年度（自2024年11月１日　至2025年10月31日）

 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：株）

 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

発行済株式     

普通株式 15,560,000 － － 15,560,000

合計 15,560,000 － － 15,560,000

自己株式     

普通株式（注） 1,874,127 301,150 36,140 2,139,137

合計 1,874,127 301,150 36,140 2,139,137

（注）１.自己株式の株式数の増加301,150株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加300,000株及び
譲渡制限付株式報酬対象者の退職に伴う無償取得1,150株によるものであります。

２.自己株式の株式数の減少36,140株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。

 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 内訳
目的となる

株式の種類

目的となる株式の数（株）
当事業年度末

残高（千円）当事業年度期

首
増加 減少 当事業年度末

提出会社 ストックオプショ

ンとしての第１回

新株予約権

普通株式 － － － － 8,490

ストックオプショ

ンとしての第２回

新株予約権

普通株式 － － － － 9,590

合計 － － － － 18,080

 

 3.配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

2025年１月24日

定時株主総会
普通株式 533,749 39 2024年10月31日 2025年１月27日

2025年６月９日

取締役会
普通株式 442,136 33 2025年４月30日 2025年７月１日

 

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年１月23日開催の定時株主総会の議案として、次の通り付議する予定です。

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2026年１月23日

定時株主総会
普通株式 456,309 利益剰余金 34 2025年10月31日 2026年１月26日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

（自　2023年11月１日
至　2024年10月31日）

当事業年度
（自　2024年11月１日
至　2025年10月31日）

現金及び預金勘定 4,929,331千円 5,685,197千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,000,000 △1,000,000

現金及び現金同等物 3,929,331 4,685,197

 

（リース取引関係）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

（１）所有権移転ファイナンス・リース取引

　該当事項はありません。

（２）所有権移転外ファイナンス・リース取引

　該当事項はありません。

 

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）
 

 
前事業年度

（2024年10月31日）
当事業年度

（2025年10月31日）

１年内 202,595 203,646

１年超 632,430 428,783

合計 835,025 632,430
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、必要な資金はすべて自己資金により賄っております。余資は、安全性、流動性、収益性を考

慮して安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主

に業務上の関係を有する企業の株式及び余資の運用のために保有する債券であり、市場価格の変動リス

クに晒されております。長期預金は満期日において元本金額が全額支払われる安全性の高い金融商品で

はありますが、デリバティブ内包型預金で当該契約は金利の変動リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の倒産等に係るリスク）

当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、営業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニ

タリングし、取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸

念の早期把握や軽減を図っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握

し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

担当部署であるコーポレート本部財務・経理部が資金計画を作成、適時更新するとともに、手許流

動性の維持などにより流動性を管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また現金は注記を省略し

ており、預金、売掛金及び契約資産は短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似することから、注記を

省略しております。また、重要性が乏しい科目については注記を省略しております。

前事業年度（2024年10月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

　有価証券及び投資有価証券    

その他有価証券 5,856,264 5,856,264 －

　長期預金 1,000,000 991,456 △8,543

資産合計 6,856,264 6,847,721 △8,543

当事業年度（2025年10月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

　有価証券及び投資有価証券    

その他有価証券 5,092,443 5,092,443 －

　長期預金 1,000,000 927,364 △72,635

資産合計 6,092,443 6,019,808 △72,635
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（注）１．市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸

借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

区分
前事業年度

（2024年10月31日）
当事業年度

（2025年10月31日）

非上場株式 1,965 1,965

投資事業組合への出資 48,391 37,641

 

（注）２．金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2024年10月31日）

 
１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 4,929,331 － － －

売掛金及び契約資産 2,260,020 － － －

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券のうち満期

があるもの
1,115,096 2,676,552 1,100,000 100,000

長期預金 － － 1,000,000 －

合計 8,304,447 2,676,552 2,100,000 100,000

当事業年度（2025年10月31日）

 
１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 5,685,197 － － －

売掛金及び契約資産 2,213,068 － － －

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券のうち満期

があるもの
500,000 2,600,330 1,300,000 100,000

長期預金 － － 1,000,000 －

合計 8,398,266 2,600,330 2,300,000 100,000

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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（1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2024年10月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券     

　株式 46,670 － － 46,670

　債券 － 4,683,978 299,840 4,983,818

　投資信託 － 825,775 － 825,775

資産計 46,670 5,509,753 299,840 5,856,264

当事業年度（2025年10月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券     

　株式 － － － －

　債券 － 4,155,259 300,457 4,455,716

　投資信託 － 636,727 － 636,727

資産計 － 4,791,986 300,457 5,092,443

 

（2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度（2024年10月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期預金 － 991,456 － 991,456

資産計 － 991,456 － 991,456

当事業年度（2025年10月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期預金 － 927,364 － 927,364

資産計 － 927,364 － 927,364

（注）１．時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

　上場株式及び債券は相場価格を用いて評価しております。

　活発な市場で取引されている上場株式や債券は、その時価をレベル１の時価に分類しております。市

場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められない債券は、その時価をレベル２の

時価に分類しており、クレジットスプレッド等の観察できないインプットを用いて価格を算定している

場合はレベル３に分類しております。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解

約又は買戻し請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に

は、基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。
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長期預金

　元利金の合計金額を同様の新規預金を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベ

ル２の時価に分類しております。

（注）２．時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品のうちレベル３の時価に関する情報

①重要な観察できないインプットに関する定量的情報

取引先金融機関等から入手した価格を調整せずに使用しているため、記載しておりません。

②期首残高から当期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

 
有価証券及び投資有価証券

（千円）

期首残高 299,840

当期の損益又は評価・換算差額等  

　損益に計上 －

　その他有価証券評価差額金 617

購入、売却、発行及び決済の純額 －

レベル３の時価への振替 －

レベル３の時価からの振替 －

期末残高 300,457

当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において

保有する金融商品の評価損益
－

③時価の評価プロセスの説明

当社において、時価で貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価のものは、全て第三者

から入手した価格を使用しております。第三者から入手した価格を使用するにあたっては、使用されて

いる評価技法及びインプットの確認等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。

④重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明

該当事項はありません。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（2024年10月31日）

 種類
貸借対照表計上額
（千円）

取得原価
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

(1）株式 46,670 26,166 20,504

(2）債券 3,084,016 3,004,406 79,610

(3）その他 733,572 708,294 25,277

小計 3,864,259 3,738,866 125,392

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 1,899,801 1,992,048 △92,246

(3）その他 92,203 94,595 △2,391

小計 1,992,004 2,086,643 △94,638

合計 5,856,264 5,825,510 30,754

（注）１．減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30%～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。

２．非上場株式（貸借対照表計上額1,965千円）及び投資事業組合への出資（貸借対照表計上額48,391

千円）については、市場価格のない株式等であることから、上記の「その他有価証券」には含め

ておりません。

 

当事業年度（2025年10月31日）

 種類
貸借対照表計上額
（千円）

取得原価
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 1,111,123 1,089,935 21,187

(3）その他 636,727 576,933 59,793

小計 1,747,850 1,666,869 80,981

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 3,344,593 3,463,425 △118,832

(3）その他 － － －

小計 3,344,593 3,463,425 △118,832

合計 5,092,443 5,130,294 △37,850

（注）１．減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30%～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。

２．非上場株式（貸借対照表計上額1,965千円）及び投資事業組合への出資（貸借対照表計上額37,641

千円）については、市場価格のない株式等であることから、上記の「その他有価証券」には含め

ておりません。
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２．売却したその他有価証券

前事業年度（自　2023年11月１日　至　2024年10月31日）

種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

（1）株式 － － －

（2）債券 91,500 11,661 －

（3）その他 939,523 201,348 －

合計 1,031,023 213,010 －

 

当事業年度（自　2024年11月１日　至　2025年10月31日）

種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

（1）株式 68,440 39,175 －

（2）債券 779,261 60,451 －

（3）その他 573,922 35,844 －

合計 1,421,624 135,470 －

 

（デリバティブ取引関係）

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（退職給付関係）

前事業年度（自　2023年11月１日　至　2024年10月31日）　

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

 

２．確定拠出年金制度

当社の確定拠出年金制度への要拠出額は、24,231千円であります。

 

当事業年度（自　2024年11月１日至　2025年10月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

 

２．確定拠出年金制度

当社の確定拠出年金制度への要拠出額は、25,481千円であります。
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（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
第１回新株予約権

（株式報酬型ストックオプション）
第２回新株予約権

（株式報酬型ストックオプション）

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　　　　３名 当社取締役　　　　３名

株式の種類別のストック・オプ

ションの数（注）
普通株式　　　22,000株 普通株式　　　22,000株

付与日 2015年１月22日 2017年１月19日

権利確定条件 定めはありません 定めはありません

対象勤務期間 定めはありません 定めはありません

権利行使期間

2015年１月23日～2035年１月22

日

新株予約権者は、当社の取締役

の地位を喪失した日の翌日から

10日が経過するまでの間に限

り、新株予約権を一括してのみ

行使することができる。

2017年１月20日～2037年１月19

日

新株予約権者は、当社の取締役

の地位を喪失した日の翌日から

10日が経過するまでの間に限

り、新株予約権を一括してのみ

行使することができる。

（注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度（2025年10月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
第１回新株予約権

（株式報酬型ストックオプショ
ン）

第２回新株予約権
（株式報酬型ストックオプショ

ン）

権利確定

前　　　　　　　　　　（株）
  

前事業年度末 － －

付与 － －

失効 － －

権利確定 － －

未確定残 － －

権利確定

後　　　　　　　　　　（株）
  

前事業年度末 10,000 10,000

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

未行使残 10,000 10,000
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②　単価情報

 
第１回新株予約権

（株式報酬型ストックオプション）
第２回新株予約権

（株式報酬型ストックオプション）

権利行使価

格　　　　　　　　　（円）
1 1

行使時平均株

価　　　　　　　　（円）
－ －

付与日における公正な評価単

価　（円）
849 959

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

該当事項はありません。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、付与時に権利が確定しているため、該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）
 
 

 
 

前事業年度
（2024年10月31日）

 　

 
 

当事業年度
（2025年10月31日）

 　 
繰延税金資産

長期未払金

賞与引当金

未払事業税

未払費用

その他有価証券評価差額金

株式報酬費用

その他

合計

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

合計

繰延税金資産（負債）の純額
　

 
 

66,646

114,444

33,788

16,860

2,027

30,773

14,052

278,593

 

△11,437

△11,437

267,155
　

 
 

68,648

125,460

24,792

18,635

12,002

44,940

19,943

314,423

 

△77

△77

314,345
　

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2024年10月31日）
当事業年度

（2025年10月31日）

法定実効税率 30.6％ 30.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 0.3

住民税均等割等 0.3 0.3

税率変更による期末繰延税金資産増額修正 － △0.1

賃上げ促進税制による税額控除 △2.3 △1.7

その他 △1.8 △0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.0 28.7

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに
伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりまし
た。
　これに伴い、2026年11月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産
及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。
　この変更による影響は軽微であります。

（持分法損益等）

該当事項はありません。
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（資産除去債務関係）

当社は、事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認

識しております。

なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該

不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の

負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

 

（賃貸等不動産関係）

当社では、大阪本社建物を自社で使用するとともに、一部を他社に賃貸しているオフィスビル（土地を含む）

を有しております。前事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は25,526千円（賃貸収益は営業外収

益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上）、当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は22,458千

円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前事業年度

（自　2023年11月１日
至　2024年10月31日）

当事業年度
（自　2024年11月１日
至　2025年10月31日）

貸借対照表計上額   

 期首残高 198,765 133,284

 期中増減額 △65,480 10,953

 期末残高 133,284 144,238

期末時価 219,871 250,804

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．期中増減額のうち、前事業年度の主な減少額は減価償却及び自社利用による振替によるものでありま

す。当事業年度の主な増加額は大規模修繕による増加（13,677千円）であり、主な減少額は減価償却に

よる減少（2,723千円）によるものであります。

３．期末時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を

行ったものを含む）であります。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自　2023年11月１日　至　2024年10月31日）

（単位：千円）

 就職情報事業 その他 合計

新卒採用集合品 5,252,705 － 5,252,705

（就職博） (3,179,771) － (3,179,771)

（Ｒｅ就活キャンパス） (2,072,933) － (2,072,933)

新卒採用個別品 1,787,791 － 1,787,791

中途採用商品 3,413,981 － 3,413,981

（Ｒｅ就活） (2,526,433) － (2,526,433)

（人材紹介） (775,640) － (775,640)

（Ｒｅ就活ダイレクト

　リクルーティング）
(111,907) － (111,907)

その他 － 276,213 276,213

顧客との契約から生じる収

益
10,454,477 276,213 10,730,691

 

当事業年度（自　2024年11月１日　至　2025年10月31日）

（単位：千円）

 就職情報事業 その他 合計

新卒採用集合品 5,179,319 － 5,179,319

（就職博） (3,177,211) － (3,177,211)

（Ｒｅ就活キャンパス） (2,002,107) － (2,002,107)

新卒採用個別品 1,507,546 － 1,507,546

中途採用商品 4,121,636 － 4,121,636

（Ｒｅ就活） (3,243,147) － (3,243,147)

（人材紹介） (816,421) － (816,421)

（Ｒｅ就活ダイレクト

　リクルーティング）
(62,067) － (62,067)

その他 － 210,675 210,675

顧客との契約から生じる収

益
10,808,502 210,675 11,019,177

（注）当事業年度より、従来の「あさがくナビ」を「Ｒｅ就活キャンパス」に名称変更しております。また、「Ｒｅ就

活テック」を「Ｒｅ就活ダイレクトリクルーティング」に名称変更しております。当該変更は名称変更のみであり、そ

の内容に与える影響はありません。なお、前事業年度の名称は変更後の名称に基づき記載しております。

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「（重要な会計方針）　４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末におい

て存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

（１）契約資産および契約負債の残高等

 前事業年度 当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,015,633千円 1,397,928千円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,397,928 1,596,291

契約資産（期首残高） 727,109 862,091

契約資産（期末残高） 862,091 616,776

契約負債（期首残高） 242,271 227,836

契約負債（期末残高） 227,836 165,367

　契約資産は、顧客との契約において主に公的分野商品等にて認識したものであり、顧客との契約等に基づき履行

義務を充足するに従い認識した収益のうち、期末日時点で顧客に未請求のものであります。契約負債は、主に就職

情報事業の各契約に基づき認識した顧客からの前受金であります。

　契約資産の増減は主に収益認識（契約資産の増加）と、売上債権への振替（同、減少）により生じたものであり

ます。契約負債の増減は、主に前受金としての受取（契約負債の増加）と収益認識（同、減少）により生じたもの

であります。なお、前事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、242,271

千円であり、当事業年度に認識された収益の額のうちの期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、227,836千円

であります。

（２）残存履行義務に配分した取引価格

　残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって、当初の予想期間が１年以内の契約であるものについては、

実務上の便法を適用し、記載を省略しております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前事業年度（自2023年11月１日　至2024年10月31日）及び当事業年度（自2024年11月１日　至2025年10月31

日）

当社の主たる事業は就職情報事業であり、その他の事業の売上高、セグメント利益等の金額は、全事業

セグメントの合計額に占める割合が著しく低いため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自2023年11月１日　至2024年10月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載

を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

有形固定資産は全て本邦に存在しているため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上に占める相手先がないため、記載を省略

しております。
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当事業年度（自2024年11月１日　至2025年10月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載

を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

有形固定資産は全て本邦に存在しているため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上に占める相手先がないため、記載を省略

しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

重要性のある関連当事者情報はありませんので、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

 
前事業年度

（自　2023年11月１日
至　2024年10月31日）

当事業年度
（自　2024年11月１日
至　2025年10月31日）

 

１株当たり純資産額
　

1,056円55銭 1,107円33銭

１株当たり当期純利益 160円77銭 139円97銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 160円54銭 139円76銭

（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
前事業年度

（自　2023年11月１日
至　2024年10月31日）

当事業年度
（自　2024年11月１日
至　2025年10月31日）

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 2,229,894 1,892,164

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,229,894 1,892,164

普通株式の期中平均株式数（株） 13,869,824 13,518,228

   

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 － －

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 19,989 19,989

（うち新株予約権（株）） (19,989) (19,989)

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
（千円）

差引当期末
残高
（千円）

有形固定資産        

建物 856,545 81,152 － 937,697 439,711 29,741 497,986

構築物 6,159 － － 6,159 6,036 61 123

機械及び装置 5,551 － － 5,551 4,296 311 1,254

工具、器具及び備品 117,058 6,835 － 123,894 61,176 19,947 62,717

土地 526,457 － － 526,457 － － 526,457

有形固定資産計 1,511,772 87,987 － 1,599,760 511,220 50,061 1,088,539

無形固定資産        

ソフトウエア 921,292 661,432 131,513 1,451,211 454,178 244,572 997,032

ソフトウエア仮勘定 125,874 28,096 139,972 13,998 － － 13,998

電話加入権 6,505 － － 6,505 － － 6,505

無形固定資産計 1,053,672 689,528 271,485 1,471,715 454,178 244,572 1,017,536

長期前払費用 32,056 27,689 22,750 36,995 － － 36,995

（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエアの増加　　　　Ｒｅ就活キャンパスシステム　　　320,104千円（リニューアルによる取得）

Ｒｅ就活システム　　　　　　　　199,093千円（リニューアルによる取得）

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 7,238 4,288 2,821 － 8,705

賞与引当金 374,000 410,000 374,000 － 410,000

役員賞与引当金 36,000 32,000 36,000 － 32,000

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 451

預金  

当座預金 1,114,554

普通預金 2,569,233

定期預金 2,000,000

別段預金 957

小計 5,684,746

合計 5,685,197

 

ロ．電子記録債権

(イ)相手先別内訳

相手先 金額（千円）

㈱西松屋チェーン 2,207

合計 2,207

 

(ロ)期日別内訳

期日別 金額（千円）

2025年12月 2,207

合計 2,207
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ハ．売掛金及び契約資産

(イ)相手先別内訳

相手先 金額（千円）

東京都 116,811

東京しごと財団 56,252

パーソルビジネスプロセスデザイン㈱ 55,610

観光庁 35,409

㈱エイチ・アイ・エス 35,156

その他 1,913,829

合計 2,213,068

 

(ロ)売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)

 
(C)

× 100
(A) ＋ (B)

　

 
(A) ＋ (D)

２

(B)

365
　

2,260,020 12,150,973 12,197,925 2,213,068 84.64 67.18

 

②　固定資産

イ．投資有価証券

区分 金額（千円）

株式 39,607

債券 3,956,130

その他 636,727

合計 4,632,464

 

ロ．長期預金

区分 金額（千円）

定期預金 1,000,000

合計 1,000,000
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③　流動負債

イ．買掛金

相手先 金額（千円）

アナグラム㈱ 90,766

㈱ブライハワークス 44,643

㈱ヤプリ 31,912

㈱朝日新聞社　教育政策室 25,699

ナウビレッジ㈱ 22,102

その他 234,143

合計 449,267

 

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 中間会計期間 第３四半期 当事業年度

売上高（千円） 1,448,856 4,363,819 7,063,441 11,019,177

税引前中間（当期）（四半期）

純利益又は税引前四半期純損失

（△）（千円）

△280,470 642,820 1,088,794 2,654,020

中間（当期）（四半期）純利益

又は四半期純損失（△）（千

円）

△182,896 461,359 769,008 1,892,164

１株当たり中間（当期）（四半

期）純利益又は１株当たり四半

期純損失（△）（円）

△13.36 33.85 56.74 139.97

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益又は１

株当たり四半期純損失（△）

（円）

△13.36 47.46 22.96 83.72

（注）当社は、第１四半期及び第３四半期について金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成し

ており、会計監査人による期中レビューを受けております。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 11月１日から10月31日まで

定時株主総会 １月中

基準日 10月31日

剰余金の配当の基準日
４月30日

10月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・売渡し  

取扱場所 （特別口座）

大阪市中央区北浜四丁目５番33号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 （特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所 ――――――

買取・売渡手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他の

やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

当社の公告掲載URLは次のとおり。https://company.gakujo.ne.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書（自　2023年11月１日　至　2024年10月31日）

事業年度（第47期）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年１月30日関東財務局長に提出

（2）内部統制報告書及びその添付書類　　　　　　　　　　　　　　　　2025年１月30日関東財務局長に提出

（3）半期報告書及び確認書

第48期中（自　2024年11月１日　至　2025年４月30日）　　　　　2025年６月13日関東財務局長に提出

（4）臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に

基づく臨時報告書であります。　　　　　　　　　　　　　　　　2025年１月31日関東財務局長に提出

（5）自己株券買付状況報告書

報告期間（自　2025年２月１日　至　2025年２月28日）　　　　　　2025年３月７日関東財務局長に提出

報告期間（自　2025年３月１日　至　2025年３月31日）　　　　　　2025年４月10日関東財務局長に提出

報告期間（自　2025年４月１日　至　2025年４月30日）　　　　　　2025年５月９日関東財務局長に提出

報告期間（自　2025年５月１日　至　2025年５月31日）　　　　　　2025年６月10日関東財務局長に提出

報告期間（自　2025年６月１日　至　2025年６月30日）　　　　　　2025年７月10日関東財務局長に提出

報告期間（自　2025年７月１日　至　2025年７月31日）　　　　　　2025年８月８日関東財務局長に提出

報告期間（自　2025年８月１日　至　2025年８月31日）　　　　　　2025年９月10日関東財務局長に提出

報告期間（自　2025年９月１日　至　2025年９月30日）　　　　　　2025年10月10日関東財務局長に提出

報告期間（自　2025年10月１日　至　2025年10月31日）　　　　　　2025年11月10日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

   

 

   2026年１月20日

株　 式　 会　 社　 学　 情    

 

 　取　締　役　会 御　中 

 

 有限責任監査法人ト ー マ ツ 

 　大 阪 事 務 所 

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 和田　　稔郎

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 山岸　　康徳

     

 

＜財務諸表監査＞

監査意見
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
況」に掲げられている株式会社学情の2024年11月1日から2025年10月31日までの第48期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な
会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社学情の2025年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成
績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当

監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と

してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。
 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として

特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施

過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を

表明するものではない。
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Ｒｅ就活キャンパス、Ｒｅ就活等に係る売上高の期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由
監査上の対応

　株式会社学情は、就職情報事業を主たる事業

としており、当事業年度の就職情報事業の売上

高は10,808百万円と売上高全体の約98％を占め

ている。このうち、Web関連商品であるＲｅ就

活キャンパス・Ｒｅ就活等の売上高5,307百万

円については、注記事項(重要な会計方針)

４．収益及び費用の計上基準に記載のとおり、

一定の期間にわたり履行義務を充足するにつれ

て収益を認識している。

　Ｒｅ就活キャンパス・Ｒｅ就活等について

は、基幹システムに予め商品マスタ登録がされ

ており、個々の商品ごとに掲載期間が設定され

ている。営業部門担当が基幹システム内に掲載

日を入力することで、システム内で掲載日から

掲載期間の終了日までの一定期間にわたり売上

データが生成され、当該データを会計システム

にインプットすることで売上計上を行ってい

る。

　第４四半期は、Ｒｅ就活キャンパス・Ｒｅ就
活等の売上が増加する傾向にあり、特に決算月

(10月)の売上高については、年度予算の達成可

否という観点で社内外の関心度が高く、計上さ

れた売上金額が帰属する会計期間（いわゆる期

間帰属）については監査上の重要度が相対的に

高いと考えられる。

　したがって、当監査法人はＲｅ就活キャンパ

ス、Ｒｅ就活等の売上高に係る期間帰属につ

き、監査上の主要な検討事項に該当するものと

判断した。

当監査法人は、Ｒｅ就活キャンパス、Ｒｅ就活

等の売上高を検討するため、主に以下の監査手続

を実施した。

・Ｒｅ就活キャンパス、Ｒｅ就活等に関する取引

の開始から売上計上までのプロセス・フローを理

解した。

・売上計上に関連する基幹システムと会計システ

ムに係るIT全般統制の整備及び運用状況を評価し

た。

・受注入力、売上確定、会計システム入力に関す

る内部統制の整備及び運用状況を評価した。

・基幹システム上で、収益認識基準に従った期間

配分方法が適切に設計されているかについて評価

した。

・商品カテゴリー別月次売上高について、月次推

移分析を実施して著変動の有無とその要因を把握

し、リスク評価を行った。

・上記リスク評価に基づき、決算期末月の10月に

計上されたＲｅ就活キャンパス、Ｒｅ就活等に関

する売上高について、売上データより取引サンプ

ルを抽出し、得意先からの申込書類、売上確定の

根拠資料等と照合した。

・基幹システムの売上高と会計システムに記録さ

れた売上高を突合し、売上高の金額及び期間配分

の妥当性を確かめた。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情

報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役

会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検

討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか

注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。
 

財務諸表監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する

内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な

不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる

場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関

する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが

求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来

の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び

に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他

の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去

するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード

を適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であ

ると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等

により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告す

ることにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでな

いと判断した場合は、当該事項を記載しない。
 

＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社学情

の2025年10月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、株式会社学情が2025年10月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評

価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表

示しているものと認める。
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監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に

準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、

「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に

関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして

いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認め

られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することに

ある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することに

ある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができ

ない可能性がある。
 

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書

に対する意見を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す

る。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための

監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼ

す影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含

め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指

揮、監督及び査閲に関して責任がある。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監

査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準

で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去

するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード

を適用している場合はその内容について報告を行う。
 

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく

報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの

状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
 

以　上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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